
議

案

第

四

十

六

号

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

八

年

六

月

十

九

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

第

一

条

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

杉

並

区

条

例

第

四

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

十

八

条

中

「

損

害

保

険

料

控

除

額

」

を

「

地

震

保

険

料

控

除

額

」

に

改

め

る

。

第

十

九

条

第

一

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

所

得

割

の

額

は

、

課

税

総

所

得

金

額

、

課

税

退

職

所

得

金

額

及

び

課

税

山

林

所

得

金

額

の

合

計

額

に

、

百

分

の

六

を

乗

じ

て

得

た

金

額

と

す

る

。

第

二

十

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

調

整

控

除

）

第

二

十

条

所

得

割

の

納

税

義

務

者

に

つ

い

て

は

、

そ

の

者

の

前

条

の

規

定

に

よ

る

所

得

割

の

額

か

ら

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

金

額

を

控

除

す

る

。

一

当

該

納

税

義

務

者

の

前

条

第

二

項

に

規

定

す

る

課

税

総

所

得

金

額

、

課

税

退

職

所

得

金

額

及

び

課

税

山

林

所

得

金

額

の

合

計

額

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

合

計

課

税

所

得

金

額

」

と

い

う

。

）



が

二

百

万

円

以

下

で

あ

る

場

合

次

に

掲

げ

る

金

額

の

う

ち

い

ず

れ

か

少

な

い

金

額

の

百

分

の

三

に

相

当

す

る

金

額

イ

五

万

円

に

、

当

該

納

税

義

務

者

が

法

第

三

百

十

四

条

の

六

第

一

号

イ

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

者

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

納

税

義

務

者

に

係

る

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

金

額

を

合

算

し

た

金

額

を

加

算

し

た

金

額

ロ

当

該

納

税

義

務

者

の

合

計

課

税

所

得

金

額

二

当

該

納

税

義

務

者

の

合

計

課

税

所

得

金

額

が

二

百

万

円

を

超

え

る

場

合

イ

に

掲

げ

る

金

額

か

ら

ロ

に

掲

げ

る

金

額

を

控

除

し

た

金

額

（

当

該

金

額

が

五

万

円

を

下

回

る

場

合

に

は

、

五

万

円

と

す

る

。

）

の

百

分

の

三

に

相

当

す

る

金

額

イ

五

万

円

に

、

当

該

納

税

義

務

者

が

法

第

三

百

十

四

条

の

六

第

一

号

イ

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

者

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

納

税

義

務

者

に

係

る

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

金

額

を

合

算

し

た

金

額

を

加

算

し

た

金

額

ロ

当

該

納

税

義

務

者

の

合

計

課

税

所

得

金

額

か

ら

二

百

万

円

を

控

除

し

た

金

額

第

二

十

一

条

中

「

第

十

九

条

及

び

第

二

十

条

」

を

「

前

二

条

」

に

改

め

る

。

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

中

「

場

合

に

は

、

当

該

配

当

割

額

又

は

当

該

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

に

百

分

の

六

十

八

」

を

「

場

合

に

は

、

当

該

配

当

割

額

又

は

当

該

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

に

五

分

の

三

」

に

改

め

、

「

（

法

第

三

十

七

条

の

三

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

る

べ

き

額

で

同

条

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

し

き

れ

な

か

つ

た

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

配

当

割

額

又

は

当

該

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

に

百

分

の

六

十

八

を

乗

じ

て

得

た

金

額

に

当

該

控

除

し

き

れ

な

か

つ

た

金

額

を

加

え

た

金

額

）

」

を

削

り

、



「

第

十

九

条

か

ら

前

条

ま

で

」

を

「

前

三

条

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

控

除

し

き

れ

な

か

つ

た

」

を

「

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

」

に

、

「

前

項

の

納

税

義

務

者

」

を

「

同

項

の

納

税

義

務

者

」

に

、

「

当

該

者

」

を

「

当

該

納

税

義

務

者

の

同

項

の

申

告

書

に

係

る

年

度

分

の

個

人

の

都

民

税

若

し

く

は

区

民

税

に

充

当

し

、

若

し

く

は

当

該

納

税

義

務

者

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

３

法

第

三

十

七

条

の

三

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

る

べ

き

額

で

同

条

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

金

額

を

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

る

べ

き

額

で

同

項

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

金

額

と

み

な

し

て

、

前

項

の

規

定

を

適

用

す

る

。

第

二

十

四

条

第

一

項

た

だ

し

書

中

「

損

害

保

険

料

控

除

額

」

を

「

地

震

保

険

料

控

除

額

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

及

び

第

五

項

中

「

ま

た

は

」

を

「

又

は

」

に

改

め

、

同

条

第

六

項

中

「

又

は

第

三

項

」

を

「

若

し

く

は

第

三

項

」

に

、

「

又

は

公

的

年

金

等

」

を

「

若

し

く

は

公

的

年

金

等

」

に

、

「

か

か

る

」

を

「

係

る

」

に

、

「

さ

れ

る

者

」

を

「

さ

れ

る

も

の

又

は

同

条

第

四

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

よ

り

給

与

所

得

に

係

る

源

泉

徴

収

票

の

交

付

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

」

に

改

め

る

。

第

三

十

七

条

の

四

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

の

税

率

）

第

三

十

七

条

の

四

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

の

税

率

は

、

百

分

の

六

と

す

る

。

第

五

十

一

条

中

「

二

千

七

百

四

十

三

円

」

を

「

三

千

六

十

四

円

」

に

改

め

る

。

附

則

第

二

条

の

三

第

三

項

中

「

前

条

」

」

を

「

前

三

条

」

」

に

、

「

前

条

並

び

に

」

を

「

前

三

条

及

び

」

に

改

め

る

。



附

則

第

三

条

第

一

項

中

「

附

則

第

四

条

第

四

項

第

一

号

」

を

「

附

則

第

四

条

第

一

項

第

一

号

」

に

、

「

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

及

び

第

三

項

第

二

号

」

を

「

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

後

段

及

び

第

六

項

第

二

号

」

に

改

め

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

本

項

」

を

「

こ

の

項

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

附

則

第

四

条

第

四

項

第

二

号

」

を

「

附

則

第

四

条

第

一

項

第

二

号

」

に

、

「

以

下

本

項

に

お

い

て

「

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

（

本

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

」

を

「

こ

の

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

」

に

、

「

そ

の

提

出

期

限

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

当

該

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

」

を

「

提

出

し

た

場

合

」

に

、

「

本

項

に

お

い

て

同

じ

」

を

「

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

」

に

、

「

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

」

を

「

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

後

段

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

第

一

号

中

「

ま

た

は

雑

損

失

」

を

「

又

は

雑

損

失

の

金

額

」

に

、

「

雑

損

失

又

は

」

を

「

雑

損

失

の

金

額

又

は

」

に

、

「

通

算

後

譲

渡

損

失

」

」

を

「

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

」

に

改

め

る

。

附

則

第

三

条

の

二

第

一

項

中

「

附

則

第

四

条

の

二

第

四

項

第

一

号

」

を

「

附

則

第

四

条

の

二

第

一

項

第

一

号

」

に

、

「

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

及

び

第

三

項

第

二

号

」

を

「

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

後

段

及

び

第

六

項

第

二

号

」

に

改

め

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

本

項

」

を

「

こ

の

項

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

附

則

第

四

条

の

二

第

四

項

第

二

号

」

を

「

附

則

第

四

条

の

二

第

一

項

第

二

号

」

に

、

「

以

下

本

項

に

お

い

て

「

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）



（

本

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

」

を

「

こ

の

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

」

に

、

「

そ

の

提

出

期

限

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

当

該

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

」

を

「

提

出

し

た

場

合

」

に

、

「

本

項

に

お

い

て

同

じ

」

を

「

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

」

に

、

「

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

」

を

「

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

後

段

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

第

一

号

中

「

ま

た

は

雑

損

失

」

を

「

又

は

雑

損

失

の

金

額

」

に

、

「

雑

損

失

又

は

」

を

「

雑

損

失

の

金

額

又

は

」

に

、

「

通

算

後

譲

渡

損

失

」

」

を

「

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

」

に

改

め

る

。

附

則

第

三

条

の

二

の

二

第

一

項

中

「

附

則

第

四

条

の

三

第

三

項

に

よ

り

準

用

さ

れ

る

同

条

第

一

項

」

を

「

附

則

第

四

条

の

三

第

四

項

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

第

四

十

八

条

の

七

第

一

項

に

お

い

て

準

用

す

る

令

第

七

条

の

十

三

第

一

項

」

を

「

第

四

十

八

条

の

六

第

一

項

」

に

改

め

る

。

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

中

「

（

利

息

の

配

当

を

除

く

。

）

」

を

削

り

、

同

条

第

二

項

中

「

前

条

」

」

を

「

前

三

条

」

」

に

、

「

前

条

並

び

に

」

を

「

前

三

条

及

び

」

に

改

め

る

。

附

則

第

三

条

の

四

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

第

三

条

の

四

削

除

附

則

第

三

条

の

四

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

区

民

税

の

住

宅

借

入

金

等

特

別

税

額

控

除

）

第

三

条

の

五

平

成

二

十

年

度

か

ら

平

成

二

十

八

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割



の

納

税

義

務

者

が

前

年

分

の

所

得

税

に

つ

き

租

税

特

別

措

置

法

第

四

十

一

条

又

は

第

四

十

一

条

の

二

の

二

の

規

定

の

適

用

を

受

け

た

場

合

（

同

法

第

四

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

居

住

年

が

平

成

十

一

年

か

ら

平

成

十

八

年

ま

で

の

各

年

で

あ

る

場

合

に

限

る

。

）

に

お

い

て

は

、

法

附

則

第

五

条

の

四

第

六

項

に

規

定

す

る

と

こ

ろ

に

よ

り

控

除

す

べ

き

額

（

第

三

項

に

お

い

て

「

区

民

税

の

住

宅

借

入

金

等

特

別

税

額

控

除

額

」

と

い

う

。

）

を

、

当

該

納

税

義

務

者

の

第

十

九

条

及

び

第

二

十

条

の

規

定

を

適

用

し

た

場

合

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

す

る

。

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

前

三

条

」

と

あ

る

の

は

、

「

前

三

条

及

び

附

則

第

三

条

の

四

第

一

項

」

と

す

る

。

３

第

一

項

の

規

定

は

、

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

当

該

年

度

の

初

日

の

属

す

る

年

の

三

月

十

五

日

ま

で

に

、

施

行

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

及

び

区

民

税

の

住

宅

借

入

金

等

特

別

税

額

控

除

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

を

含

む

。

）

を

、

区

長

に

提

出

し

た

場

合

（

法

附

則

第

五

条

の

四

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

税

務

署

長

を

経

由

し

て

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

附

則

第

四

条

第

二

項

中

「

及

び

附

則

第

三

条

の

三

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

」

を

「

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

前

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

百

分

の

一

」

を

「

百

分

の

〇

・

九

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

及

び

附

則

第

三

条

の

三

の

規

定

に

よ

る

」

を

「

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

前

条

」

」

を

「

前

三

条

」

」

に

、

「

前

条

並

び

に

」

を

「

前

三

条

及

び

」

に

改

め

る

。



附

則

第

五

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

区

民

税

の

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

の

額

の

特

例

等

）

第

五

条

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

の

額

は

、

当

分

の

間

、

第

三

十

七

条

の

三

及

び

第

三

十

七

条

の

四

の

規

定

を

適

用

し

て

計

算

し

た

金

額

か

ら

そ

の

十

分

の

一

に

相

当

す

る

金

額

を

控

除

し

て

得

た

金

額

と

す

る

。

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

第

三

十

七

条

の

八

及

び

第

三

十

七

条

の

十

四

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

第

三

十

七

条

の

四

」

と

あ

る

の

は

、

「

第

三

十

七

条

の

四

並

び

に

附

則

第

五

条

第

一

項

」

と

す

る

。

附

則

第

六

条

の

二

第

一

項

中

「

平

成

十

五

年

七

月

一

日

」

を

「

平

成

十

八

年

七

月

一

日

」

に

、

「

二

千

九

百

七

十

七

円

」

を

「

三

千

二

百

九

十

八

円

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

平

成

十

五

年

七

月

一

日

」

を

「

平

成

十

八

年

七

月

一

日

」

に

、

「

千

四

百

十

二

円

」

を

「

千

五

百

六

十

四

円

」

に

改

め

る

。

附

則

第

九

条

第

一

項

中

「

の

土

地

」

を

「

の

土

地

等

」

に

、

「

附

則

第

三

十

三

条

の

三

第

一

項

」

を

「

附

則

第

三

十

三

条

の

三

第

五

項

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

規

定

に

よ

り

」

の

下

に

「

読

み

替

え

て

」

を

加

え

、

「

百

分

の

九

」

を

「

百

分

の

七

・

二

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

附

則

第

三

十

三

条

の

三

第

二

項

」

を

「

附

則

第

三

十

三

条

の

三

第

六

項

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

第

二

号

中

「

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

」

を

「

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

五

第

一

項

」

に

改

め

、

「

場

合

の

」

を

削

り

、

「

及

び

附

則

第

九

条

第

一

項

」

を

「

並

び

に

附

則

第

九

条

第

一

項

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

及

び

」

を

「

並

び

に

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

を

削

り

、

同

条

第

四

項

中

「

附

則

第

三

十

三

条

の



三

第

四

項

」

を

「

附

則

第

三

十

三

条

の

三

第

八

項

」

に

改

め

る

。

附

則

第

十

条

第

一

項

中

「

規

定

に

よ

り

」

の

下

に

「

読

み

替

え

て

」

を

加

え

、

「

百

分

の

三

・

四

」

を

「

百

分

の

三

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

計

算

し

た

所

得

税

法

」

を

「

計

算

し

た

同

法

」

に

、

「

附

則

第

三

十

五

条

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

」

を

「

附

則

第

三

十

五

条

第

五

項

後

段

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

第

二

号

中

「

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

」

を

「

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

五

第

一

項

」

に

、

「

規

定

中

「

場

合

の

」

を

「

規

定

中

「

」

に

、

「

あ

る

の

は

「

場

合

の

」

を

「

あ

る

の

は

、

「

」

に

、

「

及

び

附

則

第

十

条

第

一

項

」

を

「

並

び

に

附

則

第

十

条

第

一

項

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

及

び

」

を

「

並

び

に

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

を

削

る

。

附

則

第

十

一

条

第

一

項

中

「

本

条

」

を

「

こ

の

条

」

に

、

「

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

一

項

」

を

「

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

四

項

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

百

分

の

二

・

七

」

を

「

百

分

の

二

・

四

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

イ

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

イ

四

十

八

万

円

附

則

第

十

一

条

第

一

項

第

二

号

ロ

中

「

百

分

の

三

・

四

」

を

「

百

分

の

三

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

二

項

」

を

「

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

五

項

」

に

、

「

本

項

」

を

「

こ

の

項

」

に

、

「

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

七

項

」

を

「

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

九

項

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

、

第

三

十

七

条

の

九

の

二

又

は

第

三

十

七

条

の

九

の

三

」

を

「

又

は

第

三

十

七

条

の

九

の

二

か

ら

第

三

十

七

条

の

九

の

四

ま

で

」

に

改

め

る

。

附

則

第

十

一

条

の

二

第

一

項

第

一

号

中

「

百

分

の

二

・

七

」

を

「

百

分

の

二

・

四

」

に

改

め

、

同

項



第

二

号

イ

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

イ

百

四

十

四

万

円

附

則

第

十

一

条

の

二

第

一

項

第

二

号

ロ

中

「

百

分

の

三

・

四

」

を

「

百

分

の

三

」

に

改

め

る

。

附

則

第

十

二

条

第

一

項

中

「

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

附

則

第

十

条

第

三

項

第

一

号

」

を

「

第

五

項

第

一

号

」

に

改

め

、

「

規

定

に

よ

り

」

の

下

に

「

読

み

替

え

て

」

を

加

え

、

「

百

分

の

六

」

を

「

百

分

の

五

・

四

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

計

算

し

た

所

得

税

法

」

を

「

計

算

し

た

同

法

」

に

、

「

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

」

を

「

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

後

段

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

附

則

第

三

十

五

条

第

三

項

」

を

「

附

則

第

三

十

五

条

第

七

項

」

に

、

「

百

分

の

六

」

を

「

百

分

の

五

・

四

」

に

、

「

「

百

分

の

三

・

四

」

を

「

、

「

百

分

の

三

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

附

則

第

三

十

五

条

第

三

項

」

を

「

附

則

第

三

十

五

条

第

七

項

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

５

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

総

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

総

所

得

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

す

る

。

二

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

三

第

二

十

二

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

ま

た

は

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

又

は

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」



と

、

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

、

山

林

所

得

金

額

若

し

く

は

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

す

る

。

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

附

則

第

十

三

条

第

一

項

中

「

附

則

第

十

八

条

第

一

項

」

を

「

附

則

第

十

八

条

第

六

項

」

に

、

「

以

下

こ

の

項

及

び

次

項

並

び

に

」

を

「

当

該

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

法

第

二

十

三

条

第

一

項

第

十

六

号

に

規

定

す

る

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

」

と

い

う

。

）

に

係

る

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

に

係

る

所

得

の

金

額

（

第

十

六

条

第

六

項

の

規

定

に

よ

り

同

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

な

い

も

の

を

除

く

。

）

を

除

外

し

て

算

定

す

る

も

の

と

す

る

。

以

下

こ

の

項

及

び

」

に

、

「

第

四

項

第

一

号

」

を

「

第

二

項

第

一

号

」

に

改

め

、

「

規

定

に

よ

り

」

の

下

に

「

読

み

替

え

て

」

を

加

え

、

「

百

分

の

三

・

四

」

を

「

百

分

の

三

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

及

び

第

三

項

を

削

り

、

同

条

第

四

項

中

「

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

」

を

「

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

」

を

「

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

五

第

一

項

」

に

改

め

、

「

場

合

の

」

を

削

り

、

「

及

び

附

則

第

十

三

条

第

一

項

」

を

「

並

び

に

附

則

第

十

三

条

第

一

項

」

に

改

め

、

「

と

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

中

「

同

条

第

六

項

」

と

あ

る

の

は

「

附

則

第

十

三

条

第

三

項

」

」

を

削

り

、



同

項

第

四

号

中

「

及

び

」

を

「

並

び

に

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

を

削

り

、

同

項

を

同

条

第

二

項

と

す

る

。附

則

第

十

三

条

の

二

第

一

項

中

「

発

生

し

た

こ

と

は

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

」

の

下

に

「

（

証

券

取

引

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

二

十

五

号

）

第

二

条

第

二

十

項

に

規

定

す

る

有

価

証

券

先

物

取

引

の

方

法

に

よ

り

行

う

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

及

び

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

を

加

え

、

「

附

則

第

十

八

条

の

二

第

一

項

」

を

「

附

則

第

十

八

条

の

二

第

五

項

」

に

、

「

本

条

例

」

を

「

こ

の

条

例

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

、

次

条

及

び

附

則

第

十

三

条

の

四

」

を

削

り

、

「

附

則

第

十

八

条

の

二

第

三

項

」

を

「

附

則

第

十

八

条

の

二

第

六

項

」

に

、

「

株

式

等

」

を

「

同

法

第

三

十

七

条

の

十

第

二

項

に

規

定

す

る

株

式

等

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

附

則

第

十

八

条

の

二

第

四

項

」

を

「

附

則

第

十

八

条

の

二

第

七

項

」

に

改

め

る

。

附

則

第

十

三

条

の

三

中

「

附

則

第

十

八

条

の

三

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

」

を

「

附

則

第

十

八

条

の

三

第

五

項

か

ら

第

七

項

ま

で

」

に

、

「

同

条

第

四

項

第

一

号

」

を

「

同

条

第

二

項

第

一

号

」

に

、

「

百

分

の

二

」

を

「

百

分

の

一

・

八

」

に

改

め

る

。

附

則

第

十

三

条

の

四

中

「

附

則

第

三

十

五

条

の

二

第

一

項

」

を

「

附

則

第

三

十

五

条

の

二

第

六

項

」

に

、

「

附

則

第

三

十

五

条

の

二

の

四

第

一

項

及

び

第

二

項

」

を

「

附

則

第

三

十

五

条

の

二

の

四

第

四

項

及

び

第

五

項

」

に

改

め

る

。

附

則

第

十

三

条

の

五

第

一

項

中

「

附

則

第

三

十

五

条

の

二

の

六

第

二

項

」

を

「

附

則

第

三

十

五

条

の

二

の

六

第

八

項

」

に

、

「

本

項

」

を

「

こ

の

項

」

に

、

「

本

条

」

を

「

こ

の

条

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

か

ら

第

三

項

ま

で

」

を

削

り

、

「

附

則

第

十

三

条

第

一

項

及

び

附

則

第

十

三

条

の

三

中

」

を



「

附

則

第

十

三

条

第

一

項

中

」

に

、

「

あ

る

の

は

、

」

を

「

あ

る

の

は

」

に

、

「

金

額

。

」

」

を

「

金

額

と

し

、

」

と

、

附

則

第

十

三

条

の

三

中

「

計

算

し

た

金

額

（

」

と

あ

る

の

は

「

計

算

し

た

金

額

（

附

則

第

十

三

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

」

」

に

改

め

る

。

附

則

第

十

四

条

第

一

項

中

「

本

条

」

を

「

こ

の

条

」

に

、

「

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

一

項

」

を

「

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

十

一

項

」

に

、

「

附

則

第

十

八

条

の

六

第

一

項

」

を

「

附

則

第

十

八

条

の

六

第

二

十

二

項

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

四

項

」

を

「

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

十

四

項

」

に

、

「

本

項

」

を

「

こ

の

項

」

に

、

「

本

条

」

を

「

こ

の

条

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

か

ら

第

三

項

ま

で

」

を

削

り

、

「

附

則

第

十

三

条

第

一

項

及

び

附

則

第

十

三

条

の

三

中

」

を

「

附

則

第

十

三

条

第

一

項

中

」

に

、

「

あ

る

の

は

、

」

を

「

あ

る

の

は

」

に

、

「

金

額

。

」

」

を

「

金

額

と

し

、

」

と

、

附

則

第

十

三

条

の

三

中

「

計

算

し

た

金

額

（

」

と

あ

る

の

は

「

計

算

し

た

金

額

（

附

則

第

十

四

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

」

」

に

改

め

、

同

条

第

七

項

中

「

附

則

第

十

八

条

の

六

第

十

三

項

」

を

「

附

則

第

十

八

条

の

六

第

三

十

五

項

」

に

、

「

附

則

第

十

八

条

の

六

第

十

四

項

」

を

「

附

則

第

十

八

条

の

六

第

三

十

六

項

」

に

改

め

る

。

附

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

中

「

本

項

」

を

「

こ

の

項

」

に

改

め

、

「

規

定

に

よ

り

」

の

下

に

「

読

み

替

え

て

」

を

加

え

、

「

百

分

の

三

・

四

」

を

「

百

分

の

三

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

第

二

号

中

「

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

」

を

「

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

五

第

一

項

」

に

改

め

、

「

場

合

の

」

を

削

り

、

「

及

び

附

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

」

を

「

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

及

び

」

を

「

並

び

に

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

を

削

る

。



附

則

第

十

四

条

の

三

第

一

項

中

「

附

則

第

三

十

五

条

の

四

の

二

第

二

項

」

を

「

附

則

第

三

十

五

条

の

四

の

二

第

八

項

」

に

、

「

本

項

」

を

「

こ

の

項

」

に

改

め

、

同

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

条

約

適

用

利

子

等

及

び

条

約

適

用

配

当

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

第

十

四

条

の

四

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

支

払

を

受

け

る

べ

き

租

税

条

約

の

実

施

に

伴

う

所

得

税

法

、

法

人

税

法

及

び

地

方

税

法

の

特

例

等

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

四

年

法

律

第

四

十

六

号

。

以

下

「

租

税

条

約

実

施

特

例

法

」

と

い

う

。

）

第

三

条

の

二

の

二

第

十

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

利

子

等

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

そ

の

前

年

中

の

同

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

利

子

等

の

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

条

約

適

用

利

子

等

の

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

条

約

適

用

利

子

等

の

額

（

次

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

ら

れ

た

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

に

百

分

の

五

の

税

率

か

ら

同

法

第

三

条

の

二

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

限

度

税

率

（

第

三

項

に

お

い

て

「

限

度

税

率

」

と

い

う

。

）

を

控

除

し

て

得

た

率

に

五

分

の

三

を

乗

じ

て

得

た

率

（

当

該

納

税

義

務

者

が

同

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

は

、

百

分

の

三

の

税

率

）

を

乗

じ

て

計

算

し

た

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

総

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

総

所

得

金

額

、

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

利

子

等

の

額

」

と

す

る

。

二

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

場

合

の

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

場

合

の

所

得

割

の

額

並



び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

三

第

二

十

二

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

ま

た

は

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

又

は

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

利

子

等

の

額

」

と

、

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

若

し

く

は

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

第

十

六

項

に

規

定

す

る

特

定

利

子

に

係

る

利

子

所

得

の

金

額

、

同

条

第

十

八

項

に

規

定

す

る

特

定

収

益

分

配

に

係

る

配

当

所

得

の

金

額

、

同

条

第

二

十

二

項

に

規

定

す

る

特

定

懸

賞

金

等

に

係

る

一

時

所

得

の

金

額

若

し

く

は

同

条

第

二

十

四

項

に

規

定

す

る

特

定

給

付

補

て

ん

金

等

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

」

と

す

る

。

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

利

子

等

の

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

五

附

則

第

十

五

条

第

四

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

除

く

。

）

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

除

く

。

）

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

支

払

を

受

け

る

べ

き

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

の

二

第

十

二

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

（

次

項

に

お

い

て

「

条

約

適

用

配

当

等

」

と

い

う

。

）

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

第

三

項

及

び

第

四

項

の

規

定

は

適

用

し

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

条

約

適

用

配

当

等

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分



し

、

そ

の

前

年

中

の

同

法

第

三

条

の

二

の

二

第

十

二

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

の

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

条

約

適

用

配

当

等

の

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

条

約

適

用

配

当

等

の

額

（

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

ら

れ

た

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

に

百

分

の

五

（

平

成

二

十

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

も

の

に

あ

つ

て

は

、

百

分

の

三

）

の

税

率

か

ら

限

度

税

率

を

控

除

し

て

得

た

率

に

百

分

の

六

十

八

（

同

日

ま

で

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

も

の

に

あ

つ

て

は

、

三

分

の

二

）

を

乗

じ

て

得

た

率

（

当

該

納

税

義

務

者

が

同

法

第

三

条

の

二

の

二

第

三

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

は

、

百

分

の

三

・

四

（

同

日

ま

で

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

も

の

に

あ

つ

て

は

、

百

分

の

二

）

の

税

率

）

を

乗

じ

て

計

算

し

た

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

４

前

項

後

段

の

規

定

は

、

条

約

適

用

配

当

等

に

係

る

所

得

が

生

じ

た

年

の

翌

年

の

四

月

一

日

の

属

す

る

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

前

項

後

段

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

５

第

三

項

後

段

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

総

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

総

所

得

金

額

、

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

の

額

」

と

す

る

。

二

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ



い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

場

合

の

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

場

合

の

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

中

「

第

十

六

条

第

四

項

」

と

あ

る

の

は

「

附

則

第

十

四

条

の

四

第

四

項

」

と

す

る

。

三

第

二

十

二

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

ま

た

は

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

又

は

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

の

額

」

と

、

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

若

し

く

は

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

第

二

十

項

に

規

定

す

る

申

告

不

要

特

定

配

当

等

に

係

る

配

当

所

得

の

金

額

」

と

す

る

。

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

の

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

五

附

則

第

十

五

条

第

四

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

除

く

。

）

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

除

く

。

）

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

６

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

（

第

三

項

後

段

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

を

除

く

。

）

に

お

け

る

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

又

は

同

条

第

六

項

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

（

以

下

「

条

約

適

用

配

当

等

」

と

い

う

。

）

に

係

る

所

得

が

生

じ

た

年

の



翌

年

の

四

月

一

日

の

属

す

る

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

こ

の

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

及

び

当

該

条

約

適

用

配

当

等

に

係

る

所

得

の

明

細

に

関

す

る

事

項

の

記

載

が

あ

る

場

合

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

れ

ら

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

場

合

を

含

む

。

）

で

あ

つ

て

、

当

該

条

約

適

用

配

当

等

に

係

る

所

得

の

金

額

の

計

算

の

基

礎

と

な

つ

た

条

約

適

用

配

当

等

の

額

に

つ

い

て

租

税

条

約

の

実

施

に

伴

う

所

得

税

法

、

法

人

税

法

及

び

地

方

税

法

の

特

例

等

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

四

年

法

律

第

四

十

六

号

。

以

下

「

租

税

条

約

実

施

特

例

法

」

と

い

う

。

）

第

三

条

の

二

の

二

第

一

項

の

規

定

及

び

法

第

二

章

第

一

節

第

五

款

の

規

定

に

よ

り

配

当

割

額

を

課

さ

れ

た

と

き

、

又

は

第

十

六

条

第

六

項

」

と

、

「

法

第

三

十

七

条

の

三

」

と

あ

る

の

は

「

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

の

二

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

法

第

三

十

七

条

の

三

」

と

す

る

。

附

則

第

十

五

条

を

削

る

。

別

表

を

削

る

。

第

二

条

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

附

則

第

十

四

条

の

四

第

二

項

第

二

号

中

「

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

」

を

「

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

五

第

一

項

」

に

改

め

、

「

場

合

の

」

を

削

り

、

同

項

第

五

号

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

百

分

の

六

十

八

（

同

日

ま

で

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

も

の

に

あ

つ

て

は

、

三

分

の

二

）

」

を

「

五



分

の

三

」

に

、

「

百

分

の

三

・

四

」

を

「

百

分

の

三

」

に

、

「

百

分

の

二

」

を

「

百

分

の

一

・

八

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

第

二

号

中

「

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

」

を

「

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

五

第

一

項

」

に

改

め

、

「

場

合

の

」

を

削

り

、

同

項

第

五

号

を

削

り

、

同

条

第

六

項

中

「

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

」

を

「

第

二

十

一

条

の

二

」

に

、

「

同

項

」

を

「

同

条

第

一

項

」

に

改

め

、

「

第

十

六

条

第

六

項

」

と

、

」

の

下

に

「

同

条

第

三

項

中

」

を

加

え

る

。

附

則

第

一

条

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

一

第

一

条

中

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

第

五

十

一

条

の

改

正

規

定

及

び

同

条

例

附

則

第

六

条

の

二

の

改

正

規

定

並

び

に

附

則

第

四

条

の

規

定

平

成

十

八

年

七

月

一

日

二

第

一

条

中

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

第

二

十

四

条

第

六

項

及

び

第

三

十

七

条

の

四

の

改

正

規

定

、

同

条

例

附

則

第

五

条

の

改

正

規

定

及

び

同

条

例

別

表

を

削

る

改

正

規

定

並

び

に

次

条

第

二

項

の

規

定

平

成

十

九

年

一

月

一

日

三

第

一

条

中

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

第

十

九

条

第

一

項

、

第

二

十

条

及

び

第

二

十

一

条

の

改

正

規

定

、

同

条

例

第

二

十

一

条

の

二

の

改

正

規

定

（

「

場

合

に

は

、

当

該

配

当

割

額

又

は

当

該

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

に

百

分

の

六

十

八

」

を

「

場

合

に

は

、

当

該

配

当

割

額

又

は

当

該

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

に

五

分

の

三

」

に

改

め

る

部

分

を

除

く

。

）

、

同

条

例

附

則

第

二

条

の

三

第

三

項

及

び

附

則

第

三

条

か

ら

第

三

条

の

三

ま

で

の

改

正

規

定

、

同

条

例

附

則

第

三

条

の

四

の

次

に

一

条

を

加

え

る

改

正

規

定

、



同

条

例

附

則

第

四

条

及

び

第

九

条

か

ら

第

十

四

条

の

三

ま

で

の

改

正

規

定

、

同

条

例

附

則

第

十

五

条

を

削

る

改

正

規

定

並

び

に

第

二

条

中

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

附

則

第

十

四

条

の

四

第

二

項

、

第

五

項

及

び

第

六

項

の

改

正

規

定

並

び

に

次

条

第

一

項

並

び

に

附

則

第

三

条

及

び

第

五

条

の

規

定

平

成

十

九

年

四

月

一

日

四

第

一

条

中

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

第

十

八

条

及

び

第

二

十

四

条

第

一

項

の

改

正

規

定

並

び

に

次

条

第

三

項

及

び

第

四

項

の

規

定

平

成

二

十

年

一

月

一

日

五

第

一

条

中

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

第

二

十

一

条

の

二

の

改

正

規

定

（

「

場

合

に

は

、

当

該

配

当

割

額

又

は

当

該

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

に

百

分

の

六

十

八

」

を

「

場

合

に

は

、

当

該

配

当

割

額

又

は

当

該

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

に

五

分

の

三

」

に

改

め

る

部

分

に

限

る

。

）

、

同

条

例

附

則

第

三

条

の

四

の

改

正

規

定

及

び

第

二

条

中

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

の

改

正

規

定

並

び

に

次

条

第

五

項

の

規

定

平

成

二

十

年

四

月

一

日

第

二

条

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

第

十

九

条

第

一

項

及

び

第

二

十

条

並

び

に

附

則

第

四

条

第

二

項

、

第

十

条

第

一

項

、

第

十

一

条

第

一

項

、

第

十

一

条

の

二

第

一

項

、

第

十

二

条

第

一

項

及

び

第

三

項

、

第

十

三

条

第

一

項

、

第

十

三

条

の

三

並

び

に

第

十

四

条

の

二

第

一

項

の

規

定

は

、

平

成

十

九

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

平

成

十

八

年

度

分

ま

で

の

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

２

新

条

例

の

規

定

中

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

（

新

条

例

第

三

十

七

条

の

二

の

規

定

に

よ

っ

て

課

す

る

所

得

割

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

及

び

次

条

第

一

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

関

す

る

部

分

は

、

平

成

十

九

年

一

月

一

日

以

後

に

支

払

う

べ

き

退

職

手

当

等

（

新

条

例

第

三

十

七

条

の

二

に

規

定

す

る

退

職

手

当

等



を

い

う

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

係

る

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

支

払

う

べ

き

退

職

手

当

等

に

係

る

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

平

成

十

九

年

一

月

一

日

か

ら

同

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

に

支

払

う

べ

き

退

職

手

当

等

に

係

る

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

に

つ

い

て

は

、

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

附

則

第

十

五

条

第

三

項

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

３

新

条

例

第

十

八

条

の

規

定

は

、

平

成

二

十

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

平

成

十

九

年

度

分

ま

で

の

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

４

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

平

成

十

九

年

以

後

の

各

年

に

お

い

て

、

地

方

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

十

八

年

法

律

第

七

号

）

附

則

第

十

一

条

第

五

項

第

一

号

に

規

定

す

る

旧

長

期

損

害

保

険

料

を

支

払

っ

た

場

合

に

は

、

新

条

例

第

十

八

条

の

規

定

に

よ

り

控

除

す

べ

き

地

震

保

険

料

控

除

額

は

、

同

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

同

項

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

金

額

と

し

て

、

同

条

の

規

定

を

適

用

す

る

。

５

新

条

例

第

二

十

一

条

の

二

及

び

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

の

規

定

は

、

平

成

二

十

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

平

成

十

九

年

度

分

ま

で

の

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

第

三

条

平

成

十

九

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

当

該

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

う

ち

、

当

該

納

税

義

務

者

の

同

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

新

条

例

第

十

九

条

第

二

項

に

規

定

す

る

課

税

総

所

得

金

額

、

課

税

退

職

所

得

金

額

及

び

課

税

山

林

所

得

金

額

の

合

計

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

合

計

課

税

所

得

金

額

」

と

い

う

。

）

が

、

新

条

例

第

二

十

条

第

一

号

イ

又

は

第

二

号

イ

に

掲

げ

る

金

額

を

超

え

、

か

つ

、



当

該

納

税

義

務

者

の

平

成

二

十

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

合

計

課

税

所

得

金

額

、

新

条

例

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

、

新

条

例

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

課

税

短

期

譲

渡

所

得

金

額

、

新

条

例

附

則

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

得

等

の

金

額

、

新

条

例

附

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

先

物

取

引

に

係

る

課

税

雑

所

得

等

の

金

額

、

新

条

例

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

利

子

等

の

額

（

同

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

新

条

例

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

及

び

新

条

例

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

の

額

（

同

条

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

新

条

例

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

の

合

計

額

が

、

新

条

例

第

二

十

条

第

一

号

イ

又

は

第

二

号

イ

に

掲

げ

る

金

額

を

超

え

な

い

も

の

に

つ

い

て

は

、

第

一

号

に

掲

げ

る

金

額

か

ら

第

二

号

に

掲

げ

る

金

額

を

控

除

し

て

得

た

金

額

（

当

該

金

額

が

零

を

下

回

る

場

合

に

は

、

零

と

す

る

。

）

を

、

新

条

例

中

所

得

割

に

関

す

る

部

分

（

新

条

例

第

二

十

一

条

の

二

の

規

定

を

除

く

。

）

を

適

用

し

た

場

合

に

お

け

る

当

該

納

税

義

務

者

の

所

得

割

（

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

を

除

く

。

）

の

額

か

ら

減

額

す

る

。

一

当

該

納

税

義

務

者

の

平

成

十

九

年

度

分

の

新

条

例

第

十

九

条

の

規

定

に

よ

る

所

得

割

の

額

か

ら

新

条

例

第

二

十

条

の

規

定

に

よ

る

控

除

額

を

控

除

し

た

金

額

二

当

該

納

税

義

務

者

の

平

成

十

九

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

新

条

例

第

十

九

条

第

二

項

に

規

定

す

る

課

税

総

所

得

金

額

、

課

税

退

職

所

得

金

額

又

は

課

税

山

林

所

得

金

額

に

つ

き

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

前

の

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

附

則

第

十

五

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

ら

れ

た

同

条

例

第

十

九

条

第

一

項

の

規

定

を

適

用

し

て

計

算

し

た

所

得

割

の

額



２

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

十

七

年

杉

並

区

条

例

第

十

九

号

）

附

則

第

二

条

第

六

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

零

と

す

る

。

）

」

と

あ

る

の

は

「

零

と

す

る

。

）

の

三

分

の

二

に

相

当

す

る

金

額

」

と

、

「

新

条

例

中

所

得

割

に

関

す

る

部

分

（

新

条

例

第

二

十

一

条

の

二

の

規

定

を

除

く

。

）

を

適

用

し

た

場

合

に

お

け

る

当

該

納

税

義

務

者

の

所

得

割

（

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

を

除

く

。

）

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

十

七

年

杉

並

区

条

例

第

十

九

号

）

附

則

第

二

条

第

六

項

の

規

定

に

よ

る

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

３

第

一

項

の

規

定

は

、

同

項

に

規

定

す

る

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

か

ら

、

平

成

二

十

年

七

月

一

日

か

ら

同

月

三

十

一

日

（

同

月

一

日

以

後

に

お

い

て

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

者

に

つ

い

て

は

、

当

該

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

日

か

ら

一

月

を

経

過

し

た

日

の

前

日

）

ま

で

の

間

に

、

区

長

に

対

し

て

、

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

申

告

が

さ

れ

た

場

合

に

限

り

、

適

用

す

る

。

４

区

長

は

、

前

項

に

規

定

す

る

期

間

の

経

過

後

に

同

項

の

申

告

が

さ

れ

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

期

間

内

に

申

告

が

さ

れ

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

納

税

義

務

者

に

つ

き

第

一

項

の

規

定

を

適

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

５

区

長

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

所

得

割

の

額

を

減

額

し

た

場

合

に

お

い

て

、

既

に

徴

収

さ

れ

た

所

得

割

の

額

、

新

条

例

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

た

金

額

及

び

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

区

民

税

に

充

当

さ

れ

た

金

額

の

合

計

額

が

当

該

減

額

後

の

所

得

割

の

額

を

超

え

る

と

き

は

、

遅

滞

な

く

、

当

該

超

え

る

こ

と

と

な

る

金

額

に

相

当

す

る

金

額

を

還

付

す

る

。



６

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

還

付

す

べ

き

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

還

付

を

受

け

る

べ

き

納

税

義

務

者

に

つ

き

未

納

に

係

る

徴

収

金

が

あ

る

と

き

は

、

同

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

還

付

す

べ

き

金

額

を

こ

れ

に

充

当

す

る

。

７

区

長

は

、

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

申

告

が

あ

っ

た

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

申

告

を

し

た

者

に

対

し

、

同

項

の

規

定

に

よ

る

減

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

例

減

額

」

と

い

う

。

）

を

し

た

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

旨

（

第

五

項

又

は

前

項

の

規

定

に

よ

る

還

付

又

は

充

当

を

し

た

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

旨

を

含

む

。

）

を

、

特

例

減

額

を

し

な

い

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

旨

を

、

遅

滞

な

く

、

通

知

す

る

。

８

地

方

税

法

施

行

令

（

昭

和

二

十

五

年

政

令

第

二

百

四

十

五

号

）

第

六

条

の

十

四

第

一

項

の

規

定

は

、

第

六

項

の

規

定

に

よ

る

充

当

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

第

四

条

平

成

十

八

年

七

月

一

日

（

次

項

及

び

第

三

項

に

お

い

て

「

指

定

日

」

と

い

う

。

）

前

に

課

し

た

、

又

は

課

す

べ

き

で

あ

っ

た

特

別

区

た

ば

こ

税

（

以

下

「

た

ば

こ

税

」

と

い

う

。

）

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

２

指

定

日

前

に

地

方

税

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

）

第

四

百

六

十

五

条

第

一

項

の

売

渡

し

又

は

同

条

第

二

項

の

売

渡

し

若

し

く

は

消

費

等

（

同

法

第

四

百

六

十

九

条

第

一

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

規

定

す

る

売

渡

し

を

除

く

。

）

が

行

わ

れ

た

製

造

た

ば

こ

を

指

定

日

に

販

売

の

た

め

所

持

す

る

卸

売

販

売

業

者

等

（

新

条

例

第

四

十

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

卸

売

販

売

業

者

等

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

及

び

第

六

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

又

は

小

売

販

売

業

者

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

こ

れ

ら

の

者

が

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

等

の

法

律

（

平

成

十

八

年

法

律

第

十

号

）

附

則

第

百

五

十

六

条

第

一

項



の

規

定

に

よ

り

製

造

た

ば

こ

の

製

造

者

と

し

て

当

該

製

造

た

ば

こ

を

指

定

日

に

こ

れ

ら

の

者

の

製

造

た

ば

こ

の

製

造

場

か

ら

移

出

し

た

も

の

と

み

な

し

て

同

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税

を

課

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

と

き

は

、

こ

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

と

し

て

当

該

製

造

た

ば

こ

（

こ

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

貯

蔵

場

所

、

こ

れ

ら

の

者

が

小

売

販

売

業

者

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

当

該

製

造

た

ば

こ

を

直

接

管

理

す

る

営

業

所

に

お

い

て

所

持

さ

れ

る

も

の

に

限

る

。

）

を

指

定

日

に

区

の

区

域

内

に

営

業

所

の

所

在

す

る

小

売

販

売

業

者

に

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

し

て

、

こ

れ

ら

の

者

に

た

ば

こ

税

を

課

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

た

ば

こ

税

の

課

税

標

準

は

、

当

該

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

製

造

た

ば

こ

の

本

数

と

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

製

造

た

ば

こ

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

税

率

に

よ

り

た

ば

こ

税

を

課

す

る

。

一

製

造

た

ば

こ

（

次

号

に

掲

げ

る

製

造

た

ば

こ

を

除

く

。

）

千

本

に

つ

き

三

百

二

十

一

円

二

新

条

例

附

則

第

六

条

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

紙

巻

た

ば

こ

千

本

に

つ

き

百

五

十

二

円

３

前

項

に

規

定

す

る

者

は

、

同

項

に

規

定

す

る

貯

蔵

場

所

又

は

営

業

所

ご

と

に

、

地

方

税

法

施

行

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

平

成

十

八

年

総

務

省

令

第

六

十

号

）

別

記

第

二

号

様

式

に

よ

る

申

告

書

を

指

定

日

か

ら

起

算

し

て

一

月

以

内

に

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

４

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

提

出

し

た

者

は

、

平

成

十

九

年

一

月

四

日

ま

で

に

、

そ

の

申

告

に

係

る

税

金

を

地

方

税

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

九

年

総

理

府

令

第

二

十

三

号

。

第

六

項

に

お

い

て

「

施

行

規

則

」

と

い

う

。

）

第

三

十

四

号

の

二

の

五

様

式

に

よ

る

納

付

書

に

よ

っ

て

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

５

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税

を

課

す

る

場

合

に

は

、

同

項

か

ら

前

項

ま

で

に

規

定

す

る

も

の

の



ほ

か

、

新

条

例

第

八

条

、

第

五

十

条

第

二

項

、

第

五

十

二

条

の

三

第

四

項

及

び

第

五

項

並

び

に

第

五

十

三

条

の

規

定

を

適

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

新

条

例

第

五

十

条

第

二

項

中

「

前

項

」

と

あ

る

の

は

「

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

十

八

年

杉

並

区

条

例

第

号

。

以

二

十

七

下

こ

の

節

に

お

い

て

「

平

成

十

八

年

改

正

条

例

」

と

い

う

。

）

附

則

第

四

条

第

二

項

」

と

、

新

条

例

第

五

十

二

条

の

三

第

四

項

中

「

施

行

規

則

第

三

十

四

号

の

二

様

式

又

は

第

三

十

四

号

の

二

の

二

様

式

」

と

あ

る

の

は

「

地

方

税

法

施

行

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

平

成

十

八

年

総

務

省

令

第

六

十

号

）

別

記

第

二

号

様

式

」

と

、

同

条

第

五

項

中

「

第

一

項

又

は

第

二

項

」

と

あ

る

の

は

「

平

成

十

八

年

改

正

条

例

附

則

第

四

条

第

四

項

」

と

、

新

条

例

第

五

十

三

条

第

二

項

中

「

第

五

十

二

条

の

三

第

一

項

又

は

第

二

項

」

と

あ

る

の

は

「

平

成

十

八

年

改

正

条

例

附

則

第

四

条

第

四

項

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

６

卸

売

販

売

業

者

等

が

、

販

売

契

約

の

解

除

そ

の

他

や

む

を

得

な

い

理

由

に

よ

り

、

区

の

区

域

内

に

営

業

所

の

所

在

す

る

小

売

販

売

業

者

に

売

り

渡

し

た

製

造

た

ば

こ

の

う

ち

、

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税

を

課

さ

れ

た

、

又

は

課

さ

れ

る

べ

き

も

の

の

返

還

を

受

け

た

場

合

に

は

、

当

該

た

ば

こ

税

に

相

当

す

る

金

額

を

、

新

条

例

第

五

十

二

条

の

四

の

規

定

に

準

じ

て

、

同

条

の

規

定

に

よ

り

当

該

製

造

た

ば

こ

に

つ

き

納

付

さ

れ

た

、

又

は

納

付

さ

れ

る

べ

き

た

ば

こ

税

額

に

相

当

す

る

金

額

に

係

る

控

除

又

は

還

付

に

併

せ

て

、

当

該

卸

売

販

売

業

者

等

に

係

る

た

ば

こ

税

額

か

ら

控

除

し

、

又

は

当

該

卸

売

販

売

業

者

等

に

還

付

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

卸

売

販

売

業

者

等

が

新

条

例

第

五

十

二

条

の

三

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

区

長

に

提

出

す

べ

き

申

告

書

に

は

、

当

該

返

還

に

係

る

製

造

た

ば

こ

の

品

目

ご

と

の

数

量

に

つ

い

て

の

明

細

を

記

載

し

た

施

行

規

則

第

十

六

号

の

五

様

式

に

よ

る

書

類

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。



第

五

条

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

附

則

第

二

条

第

六

項

中

「

第

十

九

条

か

ら

前

条

ま

で

」

を

「

前

三

条

」

に

改

め

る

。

（

提

案

理

由

）

所

得

割

の

税

率

を

改

定

す

る

等

の

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

（

抄

）

第

一

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

所

得

控

除

）

（

所

得

控

除

）

第

十

八

条

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

法

第

三

百

十

第

十

八

条

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

法

第

三

百

十

四

条

の

二

第

一

項

の

各

号

の

い

ず

れ

か

又

は

同

条

四

条

の

二

第

一

項

の

各

号

の

い

ず

れ

か

又

は

同

条

第

二

項

に

掲

げ

る

者

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い

て

第

二

項

に

掲

げ

る

者

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

同

条

第

一

項

か

ら

第

十

二

項

ま

で

の

規

定

に

は

、

同

条

第

一

項

か

ら

第

十

二

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

、

雑

損

控

除

額

、

医

療

費

控

除

額

、

社

会

保

よ

り

、

雑

損

控

除

額

、

医

療

費

控

除

額

、

社

会

保

険

料

控

除

額

、

小

規

模

企

業

共

済

等

掛

金

控

除

険

料

控

除

額

、

小

規

模

企

業

共

済

等

掛

金

控

除

額

、

生

命

保

険

料

控

除

額

、

地

震

保

険

料

控

除

額

、

生

命

保

険

料

控

除

額

、

損

害

保

険

料

控

除

額

、

寄

附

金

控

除

額

、

障

害

者

控

除

額

、

寡

婦

額

、

寄

附

金

控

除

額

、

障

害

者

控

除

額

、

寡

婦

（

寡

夫

）

控

除

額

、

勤

労

学

生

控

除

額

、

配

偶

者

（

寡

夫

）

控

除

額

、

勤

労

学

生

控

除

額

、

配

偶

者

控

除

額

、

配

偶

者

特

別

控

除

額

、

扶

養

控

除

額

又

控

除

額

、

配

偶

者

特

別

控

除

額

、

扶

養

控

除

額

又

は

基

礎

控

除

額

を

、

そ

の

者

の

前

年

の

所

得

に

つ

は

基

礎

控

除

額

を

、

そ

の

者

の

前

年

の

所

得

に

つ

い

て

算

定

し

た

総

所

得

金

額

、

退

職

所

得

金

額

又

い

て

算

定

し

た

総

所

得

金

額

、

退

職

所

得

金

額

又

は

山

林

所

得

金

額

か

ら

控

除

す

る

。

は

山

林

所

得

金

額

か

ら

控

除

す

る

。

（

所

得

割

の

税

率

）

（

所

得

割

の

税

率

）

資 料 １
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第

十

九

条

所

得

割

の

額

は

、

課

税

総

所

得

金

額

、

第

十

九

条

所

得

割

は

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

課

税

退

職

所

得

金

額

及

び

課

税

山

林

所

得

金

額

の

金

額

の

区

分

に

よ

り

課

税

総

所

得

金

額

又

は

課

税

合

計

額

に

、

百

分

の

六

を

乗

じ

て

得

た

金

額

と

す

退

職

所

得

金

額

を

区

分

し

、

当

該

区

分

に

応

ず

る

る

。

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

率

を

順

次

適

用

し

て

計

算

し

た

金

額

の

合

計

額

と

、

同

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

金

額

の

区

分

に

よ

り

課

税

山

林

所

得

金

額

の

五

分

の

一

の

金

額

を

区

分

し

、

当

該

区

分

に

応

ず

る

当

該

率

を

順

次

適

用

し

て

計

算

し

た

金

額

の

合

計

額

に

五

を

乗

じ

て

得

た

金

額

と

の

合

計

額

に

よ

つ

て

課

す

る

。

二

百

万

円

以

下

の

金

額

百

分

の

三

二

百

万

円

を

超

え

る

金

額

百

分

の

八

七

百

万

円

を

超

え

る

金

額

百

分

の

十

二

２

略

２

略

（

調

整

控

除

）

（

変

動

所

得

ま

た

は

臨

時

所

得

が

あ

る

場

合

の

税

額

第

二

十

条

所

得

割

の

納

税

義

務

者

に

つ

い

て

は

、

の

計

算

）



- 3 -

そ

の

者

の

前

条

の

規

定

に

よ

る

所

得

割

の

額

か

第

二

十

条

前

年

に

お

い

て

、

法

第

三

百

十

四

条

の

ら

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

、

四

に

規

定

す

る

変

動

所

得

（

以

下

本

条

に

お

い

て

当

該

各

号

に

定

め

る

金

額

を

控

除

す

る

。

「

変

動

所

得

」

と

い

う

。

）

の

金

額

（

前

年

前

二

一

当

該

納

税

義

務

者

の

前

条

第

二

項

に

規

定

す

年

内

に

生

じ

た

変

動

所

得

の

金

額

が

あ

る

と

き

る

課

税

総

所

得

金

額

、

課

税

退

職

所

得

金

額

及

は

、

前

年

の

変

動

所

得

の

金

額

が

、

前

年

前

二

年

び

課

税

山

林

所

得

金

額

の

合

計

額

（

以

下

こ

の

内

に

生

じ

た

変

動

所

得

の

金

額

の

合

計

額

の

二

分

条

に

お

い

て

「

合

計

課

税

所

得

金

額

」

と

い

の

一

を

超

え

る

場

合

の

変

動

所

得

の

金

額

に

限

う

。

）

が

二

百

万

円

以

下

で

あ

る

場

合

次

に

る

。

）

及

び

同

条

に

規

定

す

る

臨

時

所

得

（

以

下

掲

げ

る

金

額

の

う

ち

い

ず

れ

か

少

な

い

金

額

の

本

条

に

お

い

て

「

臨

時

所

得

」

と

い

う

。

）

の

金

百

分

の

三

に

相

当

す

る

金

額

額

の

合

計

額

が

総

所

得

金

額

の

百

分

の

二

十

以

上

イ

五

万

円

に

、

当

該

納

税

義

務

者

が

法

第

三

で

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

第

二

十

四

条

第

一

項

の

百

十

四

条

の

六

第

一

号

イ

の

表

の

上

欄

に

掲

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

げ

る

者

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

と

き

ま

該

納

税

義

務

者

に

係

る

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

を

含

む

。

）

に

変

動

所

得

る

金

額

を

合

算

し

た

金

額

を

加

算

し

た

金

額

及

び

臨

時

所

得

に

関

す

る

事

項

の

記

載

が

あ

る

と

ロ

当

該

納

税

義

務

者

の

合

計

課

税

所

得

金

額

き

（

当

該

申

告

書

の

提

出

が

な

か

つ

た

場

合

ま

た

二

当

該

納

税

義

務

者

の

合

計

課

税

所

得

金

額

が

は

当

該

申

告

書

に

当

該

事

項

の

記

載

が

な

か

つ

た

二

百

万

円

を

超

え

る

場

合

イ

に

掲

げ

る

金

額

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

提

出

が

な

か

つ

た

こ

と

ま

か

ら

ロ

に

掲

げ

る

金

額

を

控

除

し

た

金

額

（

当

た

は

そ

の

記

載

が

な

か

つ

た

こ

と

に

つ

い

て

や

む

該

金

額

が

五

万

円

を

下

回

る

場

合

に

は

、

五

万

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

資 料 １
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円

と

す

る

。

）

の

百

分

の

三

に

相

当

す

る

金

額

含

む

。

）

は

、

当

該

総

所

得

金

額

に

対

す

る

所

得

イ

五

万

円

に

、

当

該

納

税

義

務

者

が

法

第

三

割

の

額

は

、

前

条

の

規

定

に

よ

つ

て

計

算

し

た

金

百

十

四

条

の

六

第

一

号

イ

の

表

の

上

欄

に

掲

額

に

よ

ら

ず

、

所

得

税

法

第

九

十

条

の

規

定

の

例

げ

る

者

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

に

よ

つ

て

計

算

し

た

金

額

に

よ

る

。

該

納

税

義

務

者

に

係

る

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

金

額

を

合

算

し

た

金

額

を

加

算

し

た

金

額

ロ

当

該

納

税

義

務

者

の

合

計

課

税

所

得

金

額

か

ら

二

百

万

円

を

控

除

し

た

金

額

（

外

国

税

額

控

除

）

（

外

国

税

額

控

除

）

第

二

十

一

条

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

外

国

の

第

二

十

一

条

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

外

国

の

所

得

税

等

を

課

さ

れ

た

場

合

に

お

い

て

は

、

法

第

所

得

税

等

を

課

さ

れ

た

場

合

に

お

い

て

は

、

法

第

三

百

十

四

条

の

七

及

び

地

方

税

法

施

行

令

（

昭

和

三

百

十

四

条

の

七

及

び

地

方

税

法

施

行

令

（

昭

和

二

十

五

年

政

令

第

二

百

四

十

五

号

。

以

下

「

令

」

二

十

五

年

政

令

第

二

百

四

十

五

号

。

以

下

「

令

」

と

い

う

。

）

第

四

十

八

条

の

九

の

二

に

規

定

す

る

と

い

う

。

）

第

四

十

八

条

の

九

の

二

に

規

定

す

る

と

こ

ろ

に

よ

り

控

除

す

べ

き

額

を

、

前

二

条

と

こ

ろ

に

よ

り

控

除

す

べ

き

額

を

、

第

十

九

条

及

の

規

定

を

適

用

し

た

場

合

の

所

得

割

び

第

二

十

条

の

規

定

を

適

用

し

た

場

合

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

す

る

。

の

額

か

ら

控

除

す

る

。

（

配

当

割

額

又

は

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

の

控

除

）

（

配

当

割

額

又

は

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

の

控

除

）

第

二

十

一

条

の

二

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

第

第

二

十

一

条

の

二

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

第

十

六

条

第

四

項

の

申

告

書

に

記

載

し

た

特

定

配

当

十

六

条

第

四

項

の

申

告

書

に

記

載

し

た

特

定

配

当
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等

に

係

る

所

得

の

金

額

の

計

算

の

基

礎

と

な

つ

た

等

に

係

る

所

得

の

金

額

の

計

算

の

基

礎

と

な

つ

た

特

定

配

当

等

の

額

に

つ

い

て

法

第

二

章

第

一

節

第

特

定

配

当

等

の

額

に

つ

い

て

法

第

二

章

第

一

節

第

五

款

の

規

定

に

よ

り

配

当

割

額

を

課

さ

れ

た

場

合

五

款

の

規

定

に

よ

り

配

当

割

額

を

課

さ

れ

た

場

合

又

は

同

条

第

六

項

の

申

告

書

に

記

載

し

た

特

定

株

又

は

同

条

第

六

項

の

申

告

書

に

記

載

し

た

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

に

係

る

所

得

の

金

額

の

計

算

式

等

譲

渡

所

得

金

額

に

係

る

所

得

の

金

額

の

計

算

の

基

礎

と

な

つ

た

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

に

の

基

礎

と

な

つ

た

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

に

つ

い

て

法

第

二

章

第

一

節

第

六

款

の

規

定

に

よ

り

つ

い

て

法

第

二

章

第

一

節

第

六

款

の

規

定

に

よ

り

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

を

課

さ

れ

た

場

合

に

は

、

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

を

課

さ

れ

た

場

合

に

は

、

当

該

配

当

割

額

又

は

当

該

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

当

該

配

当

割

額

又

は

当

該

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

に

五

分

の

三

を

乗

じ

て

得

た

金

額

に

百

分

の

六

十

八

を

乗

じ

て

得

た

金

額

（

法

第

三

十

七

条

の

三

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

る

べ

き

額

で

同

条

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

し

き

れ

な

か

つ

た

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

配

当

割

額

又

は

当

該

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

に

百

分

の

六

十

八

を

乗

じ

て

得

た

金

額

に

当

該

控

除

し

き

れ

な

か

つ

た

金

を

、

前

三

条

額

を

加

え

た

金

額

）

を

、

第

十

九

条

か

ら

前

条

ま

の

規

定

を

適

用

し

た

場

合

の

所

得

割

の

額

か

ら

で

の

規

定

を

適

用

し

た

場

合

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

す

る

。

控

除

す

る

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

る

べ

き

額

で

同

２

前

項

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

る

べ

き

額

で

同

項

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

な

項

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

し

き

れ

な

か

つ

た

資 料 １
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か

つ

た

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

控

除

す

る

こ

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

控

除

し

き

れ

と

が

で

き

な

か

つ

た

金

額

は

、

令

第

四

十

八

条

の

な

か

つ

た

金

額

は

、

令

第

四

十

八

条

の

九

の

三

か

ら

第

四

十

八

条

の

九

の

六

ま

で

に

定

め

九

の

三

か

ら

第

四

十

八

条

の

九

の

六

ま

で

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

同

項

の

納

税

義

務

者

に

対

し

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

前

項

の

納

税

義

務

者

に

対

し

そ

の

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

金

額

を

還

そ

の

控

除

し

き

れ

な

か

つ

た

金

額

を

還

付

し

、

又

は

当

該

納

税

義

務

者

の

同

項

の

申

告

書

付

し

、

又

は

当

該

者

に

係

る

年

度

分

の

個

人

の

都

民

税

若

し

く

は

区

民

税

に

充

当

し

、

若

し

く

は

当

該

納

税

義

務

者

の

未

の

未

納

に

係

る

徴

収

金

に

充

当

す

る

。

納

に

係

る

徴

収

金

に

充

当

す

る

。

３

法

第

三

十

七

条

の

三

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

る

べ

き

額

で

同

条

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

金

額

を

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

る

べ

き

額

で

同

項

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

金

額

と

み

な

し

て

、

前

項

の

規

定

を

適

用

す

る

。

（

区

民

税

の

申

告

）

（

区

民

税

の

申

告

）

第

二

十

四

条

第

十

条

第

一

号

の

者

は

、

三

月

十

五

第

二

十

四

条

第

十

条

第

一

号

の

者

は

、

三

月

十

五

日

ま

で

に

、

規

則

で

定

め

る

申

告

書

を

区

長

に

提

日

ま

で

に

、

規

則

で

定

め

る

申

告

書

を

区

長

に

提
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出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

法

第

三

百

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

法

第

三

百

十

七

条

の

六

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

つ

十

七

条

の

六

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

つ

て

給

与

支

払

報

告

書

又

は

公

的

年

金

等

支

払

報

告

て

給

与

支

払

報

告

書

又

は

公

的

年

金

等

支

払

報

告

書

を

提

出

す

る

義

務

が

あ

る

者

か

ら

一

月

一

日

現

書

を

提

出

す

る

義

務

が

あ

る

者

か

ら

一

月

一

日

現

在

に

お

い

て

給

与

又

は

公

的

年

金

等

の

支

払

を

受

在

に

お

い

て

給

与

又

は

公

的

年

金

等

の

支

払

を

受

け

て

い

る

者

で

前

年

中

に

お

い

て

給

与

所

得

以

外

け

て

い

る

者

で

前

年

中

に

お

い

て

給

与

所

得

以

外

の

所

得

又

は

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

以

外

の

所

の

所

得

又

は

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

も

の

（

公

的

年

金

等

に

係

る

得

を

有

し

な

か

つ

た

も

の

（

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

者

で

社

会

保

所

得

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

者

で

社

会

保

険

料

控

除

額

（

令

第

四

十

八

条

の

九

の

七

に

規

定

険

料

控

除

額

（

令

第

四

十

八

条

の

九

の

七

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

、

小

規

模

企

業

共

済

等

掛

す

る

も

の

を

除

く

。

）

、

小

規

模

企

業

共

済

等

掛

金

控

除

額

、

生

命

保

険

料

控

除

額

、

地

震

保

険

料

金

控

除

額

、

生

命

保

険

料

控

除

額

、

損

害

保

険

料

控

除

額

、

寡

婦

（

寡

夫

）

控

除

額

、

勤

労

学

生

控

控

除

額

、

寡

婦

（

寡

夫

）

控

除

額

、

勤

労

学

生

控

除

額

、

配

偶

者

特

別

控

除

額

若

し

く

は

法

第

三

百

除

額

、

配

偶

者

特

別

控

除

額

若

し

く

は

法

第

三

百

十

四

条

の

二

第

五

項

に

規

定

す

る

扶

養

控

除

額

の

十

四

条

の

二

第

五

項

に

規

定

す

る

扶

養

控

除

額

の

控

除

又

は

こ

れ

ら

と

併

せ

て

雑

損

控

除

額

、

医

療

控

除

又

は

こ

れ

ら

と

併

せ

て

雑

損

控

除

額

、

医

療

費

控

除

額

若

し

く

は

寄

附

金

控

除

額

の

控

除

、

法

費

控

除

額

若

し

く

は

寄

附

金

控

除

額

の

控

除

、

法

第

三

百

十

三

条

第

八

項

に

規

定

す

る

純

損

失

の

金

第

三

百

十

三

条

第

八

項

に

規

定

す

る

純

損

失

の

金

額

の

控

除

若

し

く

は

同

条

第

九

項

に

規

定

す

る

純

額

の

控

除

若

し

く

は

同

条

第

九

項

に

規

定

す

る

純

損

失

若

し

く

は

雑

損

失

の

金

額

の

控

除

を

受

け

よ

損

失

若

し

く

は

雑

損

失

の

金

額

の

控

除

を

受

け

よ

資 料 １
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う

と

す

る

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

う

と

す

る

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

給

与

所

得

等

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

「

給

与

所

得

等

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

者

」

と

い

う

。

）

及

び

第

十

一

条

第

二

項

に

規

定

者

」

と

い

う

。

）

及

び

第

十

一

条

第

二

項

に

規

定

す

る

者

（

地

方

税

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

九

年

す

る

者

（

地

方

税

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

九

年

総

理

府

令

第

二

十

三

号

。

以

下

「

施

行

規

則

」

と

総

理

府

令

第

二

十

三

号

。

以

下

「

施

行

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

条

の

二

第

一

項

の

表

の

上

欄

の

い

う

。

）

第

二

条

の

二

第

一

項

の

表

の

上

欄

の

(

二)

に

掲

げ

る

者

を

除

く

。

）

に

つ

い

て

は

、

こ

(

二)

に

掲

げ

る

者

を

除

く

。

）

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

の

限

り

で

な

い

。

２

及

び

３

略

２

及

び

３

略

４

給

与

所

得

等

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

者

４

給

与

所

得

等

以

外

の

所

得

を

有

し

な

か

つ

た

者

（

第

一

項

又

は

前

項

の

規

定

に

よ

つ

て

第

一

項

の

（

第

一

項

又

は

前

項

の

規

定

に

よ

つ

て

第

一

項

の

申

告

書

を

提

出

す

る

義

務

を

有

す

る

者

を

除

申

告

書

を

提

出

す

る

義

務

を

有

す

る

者

を

除

く

。

）

は

、

雑

損

控

除

額

、

医

療

費

控

除

額

若

し

く

。

）

は

、

雑

損

控

除

額

、

医

療

費

控

除

額

若

し

く

は

寄

附

金

控

除

額

の

控

除

、

法

第

三

百

十

三

条

く

は

寄

附

金

控

除

額

の

控

除

、

法

第

三

百

十

三

条

第

八

項

に

規

定

す

る

純

損

失

の

金

額

の

控

除

又

は

第

八

項

に

規

定

す

る

純

損

失

の

金

額

の

控

除

ま

た

同

条

第

九

項

に

規

定

す

る

純

損

失

若

し

く

は

雑

は

同

条

第

九

項

に

規

定

す

る

純

損

失

若

し

く

は

雑

損

失

の

金

額

の

控

除

を

受

け

よ

う

と

す

る

場

合

に

損

失

の

金

額

の

控

除

を

受

け

よ

う

と

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

三

月

十

五

日

ま

で

に

、

規

則

で

定

め

お

い

て

は

、

三

月

十

五

日

ま

で

に

、

規

則

で

定

め

る

申

告

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

る

申

告

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

い

。
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５

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

者

（

第

三

項

の

５

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

者

（

第

三

項

の

規

定

に

よ

つ

て

第

一

項

の

申

告

書

を

提

出

す

る

義

規

定

に

よ

つ

て

第

一

項

の

申

告

書

を

提

出

す

る

義

務

を

有

す

る

者

は

除

く

。

）

は

、

前

年

中

に

お

い

務

を

有

す

る

者

は

除

く

。

）

は

、

前

年

中

に

お

い

て

純

損

失

又

は

雑

損

失

の

金

額

が

あ

る

場

合

に

て

純

損

失

ま

た

は

雑

損

失

の

金

額

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

は

、

三

月

十

五

日

ま

で

に

、

第

一

項

の

申

お

い

て

は

、

三

月

十

五

日

ま

で

に

、

第

一

項

の

申

告

書

を

区

長

に

提

出

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

告

書

を

区

長

に

提

出

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

６

区

長

は

、

区

民

税

の

賦

課

徴

収

に

つ

い

て

必

要

６

区

長

は

、

区

民

税

の

賦

課

徴

収

に

つ

い

て

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

お

い

て

は

、

第

十

条

第

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

お

い

て

は

、

第

十

条

第

一

号

の

者

の

う

ち

所

得

税

法

第

二

百

二

十

六

条

第

一

号

の

者

の

う

ち

所

得

税

法

第

二

百

二

十

六

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

の

給

一

項

又

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

の

給

与

所

得

若

し

く

は

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

に

係

与

所

得

又

は

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

に

か

る

源

泉

徴

収

票

を

交

付

さ

れ

る

も

の

又

は

同

条

か

る

源

泉

徴

収

票

を

交

付

さ

れ

る

者

第

四

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

よ

り

給

与

所

得

に

係

る

源

泉

徴

収

票

の

交

付

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

に

、

当

該

源

泉

徴

収

票

又

は

そ

の

写

し

を

提

に

、

当

該

源

泉

徴

収

票

又

は

そ

の

写

し

を

提

出

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

出

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

７

略

７

略

（

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

の

税

率

）

（

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

の

税

率

）

第

三

十

七

条

の

四

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

の

税

第

三

十

七

条

の

四

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

の

額

率

は

、

百

分

の

六

と

す

る

。

は

、

前

条

第

一

項

の

退

職

所

得

の

金

額

を

次

の

表

資 料 １
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の

上

欄

に

掲

げ

る

金

額

の

区

分

に

よ

り

区

分

し

、

当

該

区

分

に

応

ず

る

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

率

を

順

次

適

用

し

て

計

算

し

た

金

額

の

合

計

額

と

す

る

。
二

百

万

円

以

下

の

金

額

百

分

の

三

二

百

万

円

を

超

え

る

金

額

百

分

の

八

七

百

万

円

を

超

え

る

金

額

百

分

の

十

二

（

た

ば

こ

税

の

税

率

）

（

た

ば

こ

税

の

税

率

）

第

五

十

一

条

た

ば

こ

税

の

税

率

は

、

千

本

に

つ

き

第

五

十

一

条

た

ば

こ

税

の

税

率

は

、

千

本

に

つ

き

三

千

六

十

四

円

と

す

る

。

二

千

七

百

四

十

三

円

と

す

る

。

附

則

附

則

（

区

民

税

の

所

得

割

の

非

課

税

の

範

囲

等

）

（

区

民

税

の

所

得

割

の

非

課

税

の

範

囲

等

）

第

二

条

の

三

略

第

二

条

の

三

略

２

略

２

略

３

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

第

３

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て
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は

、

同

項

中

「

前

三

条

」

と

あ

る

の

は

、

「

前

三

は

、

同

項

中

「

前

条

」

と

あ

る

の

は

、

「

前

条

条

及

び

附

則

第

二

条

の

三

第

二

項

」

と

す

る

。

並

び

に

附

則

第

二

条

の

三

第

二

項

」

と

す

る

。

（

居

住

用

財

産

の

買

換

え

等

の

場

合

の

譲

渡

損

失

の

（

居

住

用

財

産

の

買

換

え

等

の

場

合

の

譲

渡

損

失

の

損

益

通

算

及

び

繰

越

控

除

）

損

益

通

算

及

び

繰

越

控

除

）

第

三

条

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

平

成

十

七

年

度

第

三

条

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

平

成

十

七

年

度

以

後

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

譲

渡

所

得

の

以

後

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

第

一

項

第

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

第

四

項

第

一

号

に

規

定

す

る

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

一

号

に

規

定

す

る

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

（

以

下

第

三

項

ま

で

に

お

い

て

「

居

住

用

財

産

額

（

以

下

第

三

項

ま

で

に

お

い

て

「

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

が

あ

る

場

合

の

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

が

あ

る

場

合

に

は

、

当

該

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

に

は

、

当

該

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

後

段

及

つ

い

て

は

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

び

第

六

項

第

二

号

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

及

び

第

三

項

第

二

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

納

号

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

が

前

年

前

三

年

内

の

年

に

お

い

て

生

じ

税

義

務

者

が

前

年

前

三

年

内

の

年

に

お

い

て

生

じ

た

当

該

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

以

外

の

た

当

該

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

以

外

の

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

き

こ

の

項

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

き

本

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

る

と

き

は

、

こ

の

限

の

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

り

で

な

い

。

２

略

２

略

資 料 １



- 12 -

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

年

内

の

年

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

年

内

の

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

第

一

項

第

二

号

に

規

定

に

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

第

四

項

第

二

号

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

（

こ

の

項

の

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

（

以

下

本

項

に

お

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

い

て

「

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

く

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

通

算

後

譲

渡

損

失

（

本

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

の

金

額

」

と

い

う

。

）

は

、

当

該

納

税

義

務

者

が

れ

た

も

の

を

除

く

。

）

は

、

当

該

納

税

義

務

者

が

前

年

十

二

月

三

十

一

日

に

お

い

て

当

該

通

算

後

譲

前

年

十

二

月

三

十

一

日

に

お

い

て

当

該

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

に

係

る

租

税

特

別

措

置

法

（

昭

和

渡

損

失

の

金

額

に

係

る

租

税

特

別

措

置

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

四

十

一

条

の

五

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

四

十

一

条

の

五

第

七

項

第

一

号

に

規

定

す

る

買

換

資

産

に

係

る

同

第

七

項

第

一

号

に

規

定

す

る

買

換

資

産

に

係

る

同

項

第

四

号

に

規

定

す

る

住

宅

借

入

金

等

の

金

額

を

項

第

四

号

に

規

定

す

る

住

宅

借

入

金

等

の

金

額

を

有

す

る

場

合

に

お

い

て

、

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

有

す

る

場

合

に

お

い

て

、

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

失

の

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

前

項

の

申

告

書

を

提

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

前

項

の

申

告

書

を

そ

出

し

た

場

合

の

提

出

期

限

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

当

該

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

で

あ

つ

て

、

そ

の

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

で

あ

つ

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

し

て

通

算

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

し

て

通

算
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後

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

後

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

さ

れ

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

む

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

て

い

る

と

き

に

限

り

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

て

い

る

と

き

に

限

り

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

後

段

の

規

定

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

納

税

義

務

者

の

当

該

連

続

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

納

税

義

務

者

の

当

該

連

続

し

て

提

出

さ

れ

た

申

告

書

に

係

る

各

年

度

分

の

区

し

て

提

出

さ

れ

た

申

告

書

に

係

る

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

民

税

に

係

る

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

総

所

得

金

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

総

所

得

金

額

、

退

職

所

得

金

額

又

は

山

林

所

得

金

額

の

計

算

額

、

退

職

所

得

金

額

又

は

山

林

所

得

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

の

前

上

控

除

す

る

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

の

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

三

千

万

円

を

超

え

る

年

度

年

の

合

計

所

得

金

額

が

三

千

万

円

を

超

え

る

年

度

分

の

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

分

の

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

で

な

い

。

資 料 １
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４

略

４

略

５

第

三

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

５

第

三

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

第

二

十

四

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

一

第

二

十

四

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

純

損

失

又

は

雑

損

失

の

金

て

は

、

同

項

中

「

純

損

失

ま

た

は

雑

損

失

額

」

と

あ

る

の

は

「

純

損

失

若

し

く

は

雑

損

失

」

と

あ

る

の

は

「

純

損

失

若

し

く

は

雑

損

失

の

金

額

又

は

附

則

第

三

条

第

三

項

に

規

定

す

る

又

は

附

則

第

三

条

第

三

項

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

、

「

、

第

一

項

通

算

後

譲

渡

損

失

」

と

、

「

、

第

一

項

の

申

告

書

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

一

項

の

申

告

の

申

告

書

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

一

項

の

申

告

書

又

は

同

条

第

三

項

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

書

又

は

同

条

第

三

項

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

規

則

で

定

め

る

申

告

書

」

と

す

る

。

た

規

則

で

定

め

る

申

告

書

」

と

す

る

。

二

略

二

略

（

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

損

益

通

算

及

び

（

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

損

益

通

算

及

び

繰

越

控

除

）

繰

越

控

除

）

第

三

条

の

二

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

平

成

十

七

第

三

条

の

二

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

平

成

十

七

年

度

以

後

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

譲

渡

所

年

度

以

後

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

の

二

得

の

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

の

二

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

特

定

居

住

用

財

産

の

第

四

項

第

一

号

に

規

定

す

る

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

（

以

下

第

三

項

ま

で

に

お

い

て

譲

渡

損

失

の

金

額

（

以

下

第

三

項

ま

で

に

お

い

て
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「

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

「

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

が

あ

る

場

合

に

は

、

当

該

特

定

居

住

用

財

う

。

）

が

あ

る

場

合

に

は

、

当

該

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

法

附

則

第

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

後

段

及

び

第

六

項

第

二

号

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

の

規

定

は

、

適

用

し

項

後

段

及

び

第

三

項

第

二

号

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

が

前

年

前

三

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

が

前

年

前

三

年

内

の

年

に

お

い

て

生

じ

た

当

該

特

定

居

住

用

財

年

内

の

年

に

お

い

て

生

じ

た

当

該

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

以

外

の

特

定

居

住

用

財

産

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

以

外

の

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

き

こ

の

項

の

規

定

の

適

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

き

本

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

用

を

受

け

て

い

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

２

略

２

略

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

年

内

の

年

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

年

内

の

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

の

二

第

一

項

第

二

号

に

に

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

の

二

第

四

項

第

二

号

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

（

こ

の

項

の

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

（

以

下

本

項

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

に

お

い

て

「

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

通

算

後

譲

う

。

）

（

本

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

は

、

特

定

居

住

用

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

）

は

、

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

前

項

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

前

項

の

申

告

書

を

提

出

し

た

場

合

の

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

ま

で

に

提

出

し

た

場

資 料 １
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合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

当

該

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

で

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

で

あ

つ

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

あ

つ

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

し

て

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

連

続

し

て

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

す

る

事

項

を

記

載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

に

提

出

さ

れ

た

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

同

じ

。

）

を

提

出

し

て

い

る

と

き

に

限

り

、

法

附

じ

。

）

を

提

出

し

て

い

る

と

き

に

限

り

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

後

段

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

納

税

第

一

項

後

段

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

納

税

義

務

者

の

当

該

連

続

し

て

提

出

さ

れ

た

申

告

書

に

義

務

者

の

当

該

連

続

し

て

提

出

さ

れ

た

申

告

書

に

係

る

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

附

則

第

十

条

第

係

る

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の
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金

額

、

総

所

得

金

額

、

退

職

所

得

金

額

又

は

山

林

金

額

、

総

所

得

金

額

、

退

職

所

得

金

額

又

は

山

林

所

得

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

。

た

だ

し

、

当

該

所

得

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

の

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

三

千

万

納

税

義

務

者

の

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

三

千

万

円

を

超

え

る

年

度

分

の

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

円

を

超

え

る

年

度

分

の

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

４

略

４

略

５

第

三

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

５

第

三

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

第

二

十

四

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

一

第

二

十

四

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

純

損

失

又

は

雑

損

失

の

金

て

は

、

同

項

中

「

純

損

失

ま

た

は

雑

損

失

額

」

と

あ

る

の

は

「

純

損

失

若

し

く

は

雑

損

失

」

と

あ

る

の

は

「

純

損

失

若

し

く

は

雑

損

失

の

金

額

又

は

附

則

第

三

条

の

二

第

三

項

に

規

定

又

は

附

則

第

三

条

の

二

第

三

項

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

、

「

、

第

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

」

と

、

「

、

第

一

項

の

申

告

書

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

一

項

の

一

項

の

申

告

書

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

一

項

の

申

告

書

又

は

同

条

第

三

項

に

規

定

す

る

通

算

後

申

告

書

又

は

同

条

第

三

項

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

規

則

で

定

め

る

申

告

書

」

と

す

る

。

載

し

た

規

則

で

定

め

る

申

告

書

」

と

す

る

。

二

略

二

略

（

阪

神

・

淡

路

大

震

災

に

係

る

雑

損

控

除

額

等

の

特

（

阪

神

・

淡

路

大

震

災

に

係

る

雑

損

控

除

額

等

の

特

例

）

例

）

資 料 １
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第

三

条

の

二

の

二

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

選

択

第

三

条

の

二

の

二

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

選

択

に

よ

り

、

法

附

則

第

四

条

の

三

第

四

項

に

よ

り

、

法

附

則

第

四

条

の

三

第

三

項

に

よ

り

準

に

規

定

す

る

阪

神

・

淡

路

用

さ

れ

る

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

阪

神

・

淡

路

大

震

災

に

よ

り

受

け

た

損

失

の

金

額

に

つ

い

て

大

震

災

に

よ

り

受

け

た

損

失

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

平

成

六

年

に

お

い

て

生

じ

た

法

第

三

百

十

四

は

、

平

成

六

年

に

お

い

て

生

じ

た

法

第

三

百

十

四

条

の

二

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

損

失

の

金

額

条

の

二

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

損

失

の

金

額

と

し

て

、

こ

の

条

例

の

規

定

を

適

用

す

る

こ

と

が

と

し

て

、

こ

の

条

例

の

規

定

を

適

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

十

八

条

の

規

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

十

八

条

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

た

金

額

に

係

る

当

該

阪

神

・

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

た

金

額

に

係

る

当

該

阪

神

・

淡

路

大

震

災

に

よ

り

受

け

た

損

失

の

金

額

は

、

そ

淡

路

大

震

災

に

よ

り

受

け

た

損

失

の

金

額

は

、

そ

の

者

の

平

成

八

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

の

者

の

平

成

八

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

こ

の

条

例

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

平

係

る

こ

の

条

例

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

平

成

七

年

に

お

い

て

生

じ

な

か

つ

た

も

の

と

み

な

成

七

年

に

お

い

て

生

じ

な

か

つ

た

も

の

と

み

な

す

。

す

。

２

前

項

前

段

の

場

合

に

お

い

て

、

第

十

八

条

の

規

２

前

項

前

段

の

場

合

に

お

い

て

、

第

十

八

条

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

た

金

額

に

係

る

阪

神

・

淡

路

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

た

金

額

に

係

る

阪

神

・

淡

路

大

震

災

に

よ

り

受

け

た

損

失

の

金

額

の

う

ち

に

、

大

震

災

に

よ

り

受

け

た

損

失

の

金

額

の

う

ち

に

、

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

た

者

と

生

計

を

一

に

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

た

者

と

生

計

を

一

に

す

る

令

第

四

十

八

条

の

六

第

一

項

す

る

令

第

四

十

八

条

の

七

第

一

項

に

お

い

て

準

用

に

規

定

す

る

親

族

す

る

令

第

七

条

の

十

三

第

一

項

に

規

定

す

る

親

族
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に

係

る

前

項

に

規

定

す

る

損

失

の

金

額

が

あ

る

と

に

係

る

前

項

に

規

定

す

る

損

失

の

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

損

失

の

金

額

は

、

当

該

親

族

の

平

成

き

は

、

当

該

損

失

の

金

額

は

、

当

該

親

族

の

平

成

八

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

こ

の

条

八

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

こ

の

条

例

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

平

成

七

年

に

お

例

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

平

成

七

年

に

お

い

て

生

じ

な

か

つ

た

も

の

と

み

な

す

。

い

て

生

じ

な

か

つ

た

も

の

と

み

な

す

。

３

略

３

略

（

区

民

税

の

配

当

控

除

）

（

区

民

税

の

配

当

控

除

）

第

三

条

の

三

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

の

総

第

三

条

の

三

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

の

総

所

得

金

額

の

う

ち

に

、

法

附

則

第

五

条

第

三

項

に

所

得

金

額

の

う

ち

に

、

法

附

則

第

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

配

当

所

得

規

定

す

る

配

当

所

得

（

利

息

の

配

当

を

除

く

。

）

が

あ

る

と

き

は

、

当

分

の

間

、

同

項

各

号

に

掲

げ

が

あ

る

と

き

は

、

当

分

の

間

、

同

項

各

号

に

掲

げ

る

金

額

の

合

計

額

を

、

そ

の

者

の

第

十

九

条

及

び

る

金

額

の

合

計

額

を

、

そ

の

者

の

第

十

九

条

及

び

第

二

十

条

の

規

定

を

適

用

し

た

場

合

の

所

得

割

の

第

二

十

条

の

規

定

を

適

用

し

た

場

合

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

す

る

。

額

か

ら

控

除

す

る

。

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

第

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

前

三

条

」

と

あ

る

の

は

、

「

前

三

は

、

同

項

中

「

前

条

」

と

あ

る

の

は

、

「

前

条

条

及

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

」

と

す

る

。

並

び

に

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

」

と

す

る

。

第

三

条

の

四

削

除

（

配

当

割

額

又

は

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

の

控

除

の

特

例

）

資 料 １
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第

三

条

の

四

平

成

十

七

年

度

か

ら

平

成

二

十

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

百

分

の

六

十

八

」

と

あ

る

の

は

、

「

三

分

の

二

」

と

す

る

。

（

区

民

税

の

住

宅

借

入

金

等

特

別

税

額

控

除

）

第

三

条

の

五

平

成

二

十

年

度

か

ら

平

成

二

十

八

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

分

の

所

得

税

に

つ

き

租

税

特

別

措

置

法

第

四

十

一

条

又

は

第

四

十

一

条

の

二

の

二

の

規

定

の

適

用

を

受

け

た

場

合

（

同

法

第

四

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

居

住

年

が

平

成

十

一

年

か

ら

平

成

十

八

年

ま

で

の

各

年

で

あ

る

場

合

に

限

る

。

）

に

お

い

て

は

、

法

附

則

第

五

条

の

四

第

六

項

に

規

定

す

る

と

こ

ろ

に

よ

り

控

除

す

べ

き

額

（

第

三

項

に

お

い

て

「

区

民

税

の

住

宅

借

入

金

等

特

別

税

額

控

除

額

」

と

い

う

。

）

を

、

当

該

納

税

義

務

者

の

第

十

九

条

及

び

第

二

十

条

の

規

定

を

適

用

し

た

場

合

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

す

る

。

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

第
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二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

前

三

条

」

と

あ

る

の

は

、

「

前

三

条

及

び

附

則

第

三

条

の

四

第

一

項

」

と

す

る

。

３

第

一

項

の

規

定

は

、

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

当

該

年

度

の

初

日

の

属

す

る

年

の

三

月

十

五

日

ま

で

に

、

施

行

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

及

び

区

民

税

の

住

宅

借

入

金

等

特

別

税

額

控

除

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

を

含

む

。

）

を

、

区

長

に

提

出

し

た

場

合

（

法

附

則

第

五

条

の

四

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

税

務

署

長

を

経

由

し

て

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

（

肉

用

牛

の

売

却

に

よ

る

事

業

所

得

に

係

る

区

民

税

（

肉

用

牛

の

売

却

に

よ

る

事

業

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

の

課

税

の

特

例

）

第

四

条

略

第

四

条

略

２

前

項

に

規

定

す

る

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

２

前

項

に

規

定

す

る

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

資 料 １
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別

措

置

法

第

二

十

五

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

売

別

措

置

法

第

二

十

五

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

売

却

の

方

法

に

よ

り

当

該

各

号

に

定

め

る

肉

用

牛

を

却

の

方

法

に

よ

り

当

該

各

号

に

定

め

る

肉

用

牛

を

売

却

し

、

か

つ

、

そ

の

売

却

し

た

肉

用

牛

の

う

ち

売

却

し

、

か

つ

、

そ

の

売

却

し

た

肉

用

牛

の

う

ち

に

同

項

に

規

定

す

る

免

税

対

象

飼

育

牛

に

該

当

し

に

同

項

に

規

定

す

る

免

税

対

象

飼

育

牛

に

該

当

し

な

い

も

の

が

含

ま

れ

て

い

る

場

合

（

そ

の

売

却

し

な

い

も

の

が

含

ま

れ

て

い

る

場

合

（

そ

の

売

却

し

た

肉

用

牛

が

す

べ

て

同

項

に

規

定

す

る

免

税

対

象

た

肉

用

牛

が

す

べ

て

同

項

に

規

定

す

る

免

税

対

象

飼

育

牛

に

該

当

し

な

い

も

の

で

あ

る

場

合

を

含

飼

育

牛

に

該

当

し

な

い

も

の

で

あ

る

場

合

を

含

む

。

）

に

お

い

て

、

第

二

十

四

条

第

一

項

の

規

定

む

。

）

に

お

い

て

、

第

二

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

に

そ

の

肉

用

牛

の

売

却

に

係

る

同

に

よ

る

申

告

書

に

そ

の

肉

用

牛

の

売

却

に

係

る

同

法

第

二

十

五

条

第

二

項

第

二

号

に

規

定

す

る

事

業

法

第

二

十

五

条

第

二

項

第

二

号

に

規

定

す

る

事

業

所

得

の

明

細

に

関

す

る

事

項

の

記

載

が

あ

る

と

き

所

得

の

明

細

に

関

す

る

事

項

の

記

載

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

者

の

前

年

の

総

所

得

金

額

に

係

る

区

民

は

、

そ

の

者

の

前

年

の

総

所

得

金

額

に

係

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

第

十

六

条

か

ら

第

二

十

一

税

の

所

得

割

の

額

は

、

第

十

六

条

か

ら

第

二

十

一

条

ま

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

前

条

第

条

ま

で

及

び

附

則

第

三

条

の

三

の

規

定

に

か

か

わ

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

に

掲

げ

る

金

額

ら

ず

、

次

に

掲

げ

る

金

額

の

合

計

額

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

の

合

計

額

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

租

税

特

別

措

置

法

第

二

十

五

条

第

二

項

第

一

一

租

税

特

別

措

置

法

第

二

十

五

条

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

売

却

価

額

の

合

計

額

に

百

分

の

号

に

規

定

す

る

売

却

価

額

の

合

計

額

に

百

分

の

〇

・

九

を

乗

じ

て

計

算

し

た

金

額

一

を

乗

じ

て

計

算

し

た

金

額

二

租

税

特

別

措

置

法

第

二

十

五

条

第

二

項

第

一

二

租

税

特

別

措

置

法

第

二

十

五

条

第

二

項

第

一
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号

に

規

定

す

る

事

業

所

得

の

金

額

が

な

い

も

の

号

に

規

定

す

る

事

業

所

得

の

金

額

が

な

い

も

の

と

み

な

し

て

計

算

し

た

場

合

に

お

け

る

前

年

の

と

み

な

し

て

計

算

し

た

場

合

に

お

け

る

前

年

の

総

所

得

金

額

に

つ

き

、

第

十

六

条

か

ら

第

二

十

総

所

得

金

額

に

つ

き

、

第

十

六

条

か

ら

第

二

十

一

条

ま

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

前

一

条

ま

で

及

び

附

則

第

三

条

の

三

の

規

定

に

よ

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

所

得

割

の

る

計

算

し

た

所

得

割

の

額

に

相

当

す

る

金

額

額

に

相

当

す

る

金

額

３

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

第

３

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

前

三

条

」

と

あ

る

の

は

、

「

前

三

は

、

同

項

中

「

前

条

」

と

あ

る

の

は

、

「

前

条

条

及

び

附

則

第

四

条

第

二

項

」

と

す

る

。

並

び

に

附

則

第

四

条

第

二

項

」

と

す

る

。

（

区

民

税

の

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

の

額

の

特

例

（

区

民

税

の

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

の

額

の

特

例

等

）

等

）

第

五

条

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

の

額

は

、

当

分

第

五

条

第

三

十

七

条

の

四

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

の

間

、

第

三

十

七

条

の

三

及

び

第

三

十

七

条

の

四

て

は

、

当

分

の

間

、

同

条

中

「

合

計

額

」

と

あ

る

の

規

定

を

適

用

し

て

計

算

し

た

金

額

か

ら

そ

の

十

の

は

「

合

計

額

か

ら

そ

の

十

分

の

一

に

相

当

す

る

分

の

一

に

相

当

す

る

金

額

を

控

除

し

て

得

た

金

額

金

額

を

控

除

し

て

得

た

金

額

」

と

す

る

。

と

す

る

。

２

第

三

十

七

条

の

八

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

第

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

条

第

一

項

三

十

七

条

の

八

及

び

第

三

十

七

条

の

十

四

第

一

項

第

一

号

又

は

第

二

項

中

「

そ

の

支

払

う

退

職

手

当

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

等

の

金

額

に

つ

い

て

第

三

十

七

条

の

三

及

び

第

三

資 料 １
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「

第

三

十

七

条

の

四

」

と

あ

る

の

は

、

「

第

三

十

十

七

条

の

四

の

規

定

を

適

用

し

て

計

算

し

た

税

七

条

の

四

並

び

に

附

則

第

五

条

第

一

項

」

と

す

額

」

と

あ

る

の

は

「

そ

の

支

払

う

退

職

手

当

等

の

る

。

金

額

か

ら

退

職

所

得

控

除

額

を

控

除

し

た

残

額

に

応

じ

、

附

則

第

五

条

第

一

項

の

規

定

を

適

用

し

て

算

定

さ

れ

る

第

三

十

七

条

の

四

の

金

額

の

範

囲

内

で

定

め

る

別

表

に

掲

げ

る

税

額

」

と

、

同

条

第

一

項

第

二

号

中

「

そ

の

支

払

済

み

の

他

の

退

職

手

当

等

の

金

額

と

そ

の

支

払

う

退

職

手

当

等

の

金

額

と

の

合

計

額

に

つ

い

て

第

三

十

七

条

の

三

及

び

第

三

十

七

条

の

四

の

規

定

を

適

用

し

て

計

算

し

た

税

額

」

と

あ

る

の

は

「

そ

の

支

払

済

み

の

他

の

退

職

手

当

等

の

金

額

と

そ

の

支

払

う

退

職

手

当

等

の

金

額

と

の

合

計

額

か

ら

退

職

所

得

控

除

額

を

控

除

し

た

残

額

に

応

ず

る

別

表

に

掲

げ

る

税

額

を

求

め

、

そ

の

税

額

」

と

す

る

。

３

第

三

十

七

条

の

十

四

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

分

の

間

、

同

項

中

「

そ

の

年

中

に

お

け

る

退

職

手

当

等

の

金

額

に

お

い

て

第

三

十

七

条

の

三

及

び

第

三

十

七

条

の

四

の

規

定

を

適

用

し

て

計

算

し

た

税

額

」

と

あ

る

の

は

「

そ

の

年

中

に
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お

け

る

退

職

手

当

等

の

金

額

か

ら

退

職

所

得

控

除

額

を

控

除

し

た

残

額

に

応

ず

る

別

表

に

掲

げ

る

税

額

」

と

す

る

。

（

た

ば

こ

税

の

税

率

の

特

例

）

（

た

ば

こ

税

の

税

率

の

特

例

）

第

六

条

の

二

平

成

十

八

年

七

月

一

日

以

後

に

第

四

第

六

条

の

二

平

成

十

五

年

七

月

一

日

以

後

に

第

四

十

八

条

第

一

項

の

売

渡

し

又

は

同

条

第

二

項

の

売

十

八

条

第

一

項

の

売

渡

し

又

は

同

条

第

二

項

の

売

渡

し

若

し

く

は

消

費

等

（

次

項

に

お

い

て

「

売

渡

渡

し

若

し

く

は

消

費

等

（

次

項

に

お

い

て

「

売

渡

し

等

」

と

い

う

。

）

が

行

わ

れ

た

製

造

た

ば

こ

に

し

等

」

と

い

う

。

）

が

行

わ

れ

た

製

造

た

ば

こ

に

係

る

た

ば

こ

税

の

税

率

は

、

第

五

十

一

条

の

規

定

係

る

た

ば

こ

税

の

税

率

は

、

第

五

十

一

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

分

の

間

、

千

本

に

つ

き

三

千

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

分

の

間

、

千

本

に

つ

き

二

千

二

百

九

十

八

円

と

す

る

。

九

百

七

十

七

円

と

す

る

。

２

平

成

十

八

年

七

月

一

日

以

後

に

売

渡

し

等

が

行

２

平

成

十

五

年

七

月

一

日

以

後

に

売

渡

し

等

が

行

わ

れ

た

た

ば

こ

事

業

法

附

則

第

二

条

の

規

定

に

よ

わ

れ

た

た

ば

こ

事

業

法

附

則

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

廃

止

前

の

製

造

た

ば

こ

定

価

法

（

昭

和

四

十

年

る

廃

止

前

の

製

造

た

ば

こ

定

価

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

百

二

十

二

号

）

第

一

条

第

一

項

に

規

定

す

法

律

第

百

二

十

二

号

）

第

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

の

当

該

廃

止

の

時

に

お

け

る

紙

巻

た

ば

こ

三

級

品

の

当

該

廃

止

の

時

に

お

け

る

品

目

と

同

一

で

あ

る

喫

煙

用

の

紙

巻

た

ば

こ

に

る

品

目

と

同

一

で

あ

る

喫

煙

用

の

紙

巻

た

ば

こ

に

係

る

た

ば

こ

税

の

税

率

は

、

第

五

十

一

条

及

び

前

係

る

た

ば

こ

税

の

税

率

は

、

第

五

十

一

条

及

び

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

分

の

間

、

千

本

に

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

分

の

間

、

千

本

に

つ

き

千

五

百

六

十

四

円

と

す

る

。

つ

き

千

四

百

十

二

円

と

す

る

。

資 料 １
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３

略

３

略

（

土

地

の

譲

渡

等

に

係

る

事

業

所

得

等

に

係

る

区

民

（

土

地

の

譲

渡

等

に

係

る

事

業

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

税

の

課

税

の

特

例

）

第

九

条

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

第

九

条

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

に

規

定

す

る

事

業

所

得

又

は

雑

所

得

を

有

す

る

場

に

規

定

す

る

事

業

所

得

又

は

雑

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

分

の

間

、

当

該

事

業

所

得

及

び

雑

所

合

に

は

、

当

分

の

間

、

当

該

事

業

所

得

及

び

雑

所

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

年

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

年

中

の

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

（

法

附

中

の

土

地

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

（

法

附

則

第

三

十

三

条

の

三

第

五

項

に

規

定

す

る

土

地

等

則

第

三

十

三

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

を

い

う

。

以

下

こ

の

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

対

し

、

次

に

掲

げ

る

金

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

対

し

、

次

に

掲

げ

る

金

額

の

う

ち

い

ず

れ

か

多

い

金

額

に

相

当

す

る

区

民

額

の

う

ち

い

ず

れ

か

多

い

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

一

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

（

第

三

一

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

（

第

三

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

次

号

に

お

い

て

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

次

号

に

お

い

て

「

土

地

等

に

係

る

課

税

事

業

所

得

等

の

金

額

」

「

土

地

等

に

係

る

課

税

事

業

所

得

等

の

金

額

」
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と

い

う

。

）

の

百

分

の

七

・

二

に

相

当

す

る

金

と

い

う

。

）

の

百

分

の

九

に

相

当

す

る

金

額

額

二

略

二

略

２

前

項

の

規

定

は

、

同

項

に

規

定

す

る

事

業

所

得

２

前

項

の

規

定

は

、

同

項

に

規

定

す

る

事

業

所

得

又

は

雑

所

得

で

法

附

則

第

三

十

三

条

の

三

第

六

項

又

は

雑

所

得

で

法

附

則

第

三

十

三

条

の

三

第

二

項

に

規

定

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

適

用

し

な

い

。

に

規

定

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

適

用

し

な

い

。

３

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

３

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

略

一

略

二

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

二

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

所

得

割

の

額

」

と

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

場

合

の

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

あ

る

の

は

、

「

場

合

の

所

得

割

の

額

及

び

附

則

則

第

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

第

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

得

割

の

額

」

と

す

る

。

三

略

三

略

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

九

条

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

九

条

資 料 １
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第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

の

等

の

金

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

及

び

附

則

第

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

第

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

割

の

額

」

と

す

る

。

五

附

則

第

十

五

条

第

四

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

除

く

。

）

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

除

く

。

）

の

額

並

び

に

附

則

第

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

４

第

一

項

の

規

定

は

、

同

項

に

規

定

す

る

事

業

所

４

第

一

項

の

規

定

は

、

同

項

に

規

定

す

る

事

業

所

得

又

は

雑

所

得

で

法

附

則

第

三

十

三

条

の

三

第

八

得

又

は

雑

所

得

で

法

附

則

第

三

十

三

条

の

三

第

四

項

に

規

定

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

適

用

し

な

項

に

規

定

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

適

用

し

な

い

。

い

。

（

長

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

（

長

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

第

十

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

第

十

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

規

定

す

る

譲

渡

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分
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し

、

前

年

中

の

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

に

対

し

、

し

、

前

年

中

の

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

に

対

し

、

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

法

第

三

十

三

条

の

四

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

法

第

三

十

三

条

の

四

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

第

三

十

四

条

第

一

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

第

三

十

四

条

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

二

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

項

、

第

三

十

四

条

の

二

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

三

第

一

項

、

第

三

十

五

条

第

一

項

又

は

第

三

十

六

三

第

一

項

、

第

三

十

五

条

第

一

項

又

は

第

三

十

六

条

の

規

定

に

該

当

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

規

条

の

規

定

に

該

当

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

の

適

用

に

よ

り

同

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

の

適

用

に

よ

り

同

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

か

ら

控

除

す

る

金

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

か

ら

控

除

す

る

金

額

を

控

除

し

た

金

額

と

し

、

こ

れ

ら

の

金

額

に

つ

額

を

控

除

し

た

金

額

と

し

、

こ

れ

ら

の

金

額

に

つ

き

第

三

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

き

第

三

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

以

下

「

課

税

長

期

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

以

下

「

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

」

と

い

う

。

）

の

百

分

の

三

譲

渡

所

得

金

額

」

と

い

う

。

）

の

百

分

の

三

・

四

に

相

当

す

る

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

に

相

当

す

る

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

を

課

す

る

。

２

前

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

と

２

前

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

と

は

、

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

所

得

は

、

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

所

得

税

法

そ

の

他

の

所

得

税

に

関

す

る

法

令

の

規

定

の

税

法

そ

の

他

の

所

得

税

に

関

す

る

法

令

の

規

定

の

例

に

よ

り

計

算

し

た

同

法

第

三

十

三

条

第

三

例

に

よ

り

計

算

し

た

所

得

税

法

第

三

十

三

条

第

三

項

の

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

項

の

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

資 料 １
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所

得

の

特

別

控

除

額

の

控

除

を

し

な

い

で

計

算

し

所

得

の

特

別

控

除

額

の

控

除

を

し

な

い

で

計

算

し

た

と

こ

ろ

に

よ

る

。

）

を

い

い

、

附

則

第

十

二

条

た

と

こ

ろ

に

よ

る

。

）

を

い

い

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

損

失

の

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

法

附

算

上

生

じ

た

損

失

の

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

法

附

則

第

三

十

五

条

第

五

項

後

段

則

第

三

十

五

条

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

計

算

第

一

項

後

段

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

計

算

し

た

金

額

を

限

度

と

し

て

当

該

損

失

の

金

額

を

控

し

た

金

額

を

限

度

と

し

て

当

該

損

失

の

金

額

を

控

除

し

た

後

の

金

額

を

い

う

。

除

し

た

後

の

金

額

を

い

う

。

３

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

３

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

略

一

略

二

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

二

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

所

得

割

の

額

」

と

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

場

合

の

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

あ

る

の

は

「

場

合

の

所

得

割

の

額

及

び

附

則

第

第

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

割

の

額

」

と

す

る

。

三

略

三

略

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て
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は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

十

条

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

条

第

一

の

は

「

所

得

割

の

額

及

び

附

則

第

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

す

る

。

五

附

則

第

十

五

条

第

四

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

除

く

。

）

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

除

く

。

）

の

額

並

び

に

附

則

第

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

（

優

良

住

宅

地

の

造

成

等

の

た

め

に

土

地

等

を

譲

渡

（

優

良

住

宅

地

の

造

成

等

の

た

め

に

土

地

等

を

譲

渡

し

た

場

合

の

長

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

し

た

場

合

の

長

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

の

特

例

）

第

十

一

条

昭

和

六

十

三

年

度

か

ら

平

成

二

十

一

年

第

十

一

条

昭

和

六

十

三

年

度

か

ら

平

成

二

十

一

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

前

条

第

一

項

に

規

定

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

の

基

因

と

な

る

土

地

等

（

租

税

特

す

る

譲

渡

所

得

の

基

因

と

な

る

土

地

等

（

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

別

措

置

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

資 料 １
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等

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

等

を

い

う

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

譲

渡

（

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

を

い

う

。

以

下

こ

譲

渡

（

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

を

い

う

。

以

下

本

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

場

合

に

お

い

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

譲

渡

が

優

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

て

、

当

該

譲

渡

が

優

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

（

法

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

四

項

に

規

定

す

る

（

法

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

優

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

を

い

う

。

）

に

該

優

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

を

い

う

。

）

に

該

当

す

る

と

き

に

お

け

る

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

当

す

る

と

き

に

お

け

る

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

（

次

条

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

譲

渡

譲

渡

所

得

（

次

条

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

譲

渡

所

得

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

所

得

を

除

く

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

係

る

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

て

課

す

に

係

る

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

て

課

す

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

同

項

の

規

定

に

か

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

同

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

金

額

に

相

当

す

る

額

と

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

金

額

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。

す

る

。

一

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

二

千

万

円

以

下

一

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

二

千

万

円

以

下

で

あ

る

場

合

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

で

あ

る

場

合

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

の

百

分

の

二

・

四

に

相

当

す

る

金

額

の

百

分

の

二

・

七

に

相

当

す

る

金

額

二

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

二

千

万

円

を

超

二

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

二

千

万

円

を

超

え

る

場

合

次

に

掲

げ

る

金

額

の

合

計

額

え

る

場

合

次

に

掲

げ

る

金

額

の

合

計

額

イ

四

十

八

万

円

イ

五

十

四

万

円
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ロ

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

か

ら

二

千

ロ

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

か

ら

二

千

万

円

を

控

除

し

た

金

額

の

百

分

の

三

に

万

円

を

控

除

し

た

金

額

の

百

分

の

三

・

四

に

相

当

す

る

金

額

相

当

す

る

金

額

２

前

項

の

規

定

は

、

昭

和

六

十

三

年

度

か

ら

平

成

２

前

項

の

規

定

は

、

昭

和

六

十

三

年

度

か

ら

平

成

二

十

一

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

二

十

一

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

前

条

第

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

の

基

因

と

な

る

土

地

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

の

基

因

と

な

る

土

地

等

の

譲

渡

を

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

譲

渡

が

等

の

譲

渡

を

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

譲

渡

が

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

（

法

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

（

法

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

五

項

に

規

定

す

る

確

定

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

を

い

う

。

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

該

当

す

る

と

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

該

当

す

る

と

き

に

お

け

る

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

き

に

お

け

る

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

係

る

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

て

課

す

に

係

る

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

て

課

す

る

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

る

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

譲

渡

が

法

附

則

第

三

十

四

場

合

に

お

い

て

、

当

該

譲

渡

が

法

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

九

項

の

規

定

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

る

条

の

二

第

七

項

の

規

定

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

譲

渡

は

確

定

優

良

住

宅

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

譲

渡

は

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

で

は

な

か

つ

た

も

の

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

で

は

な

か

つ

た

も

の

と

み

な

す

。

と

み

な

す

。
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３

第

一

項

（

前

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

３

第

一

項

（

前

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

場

合

に

お

い

て

、

所

得

割

の

納

税

義

務

む

。

）

の

場

合

に

お

い

て

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

そ

の

有

す

る

土

地

等

に

つ

き

、

租

税

特

別

者

が

、

そ

の

有

す

る

土

地

等

に

つ

き

、

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

三

条

か

ら

第

三

十

三

条

の

四

ま

措

置

法

第

三

十

三

条

か

ら

第

三

十

三

条

の

四

ま

で

、

第

三

十

四

条

か

ら

第

三

十

五

条

ま

で

、

第

三

で

、

第

三

十

四

条

か

ら

第

三

十

五

条

ま

で

、

第

三

十

六

条

の

二

、

第

三

十

六

条

の

五

か

ら

第

三

十

七

十

六

条

の

二

、

第

三

十

六

条

の

五

か

ら

第

三

十

七

条

ま

で

、

第

三

十

七

条

の

四

か

ら

第

三

十

七

条

の

条

ま

で

、

第

三

十

七

条

の

四

か

ら

第

三

十

七

条

の

七

ま

で

又

は

第

三

十

七

条

の

九

の

二

か

ら

第

三

十

七

ま

で

、

第

三

十

七

条

の

九

の

二

又

は

第

三

十

七

七

条

の

九

の

四

ま

で

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

と

条

の

九

の

三

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

と

き

は

、

当

該

土

地

等

の

譲

渡

は

、

第

一

項

に

規

定

き

は

、

当

該

土

地

等

の

譲

渡

は

、

第

一

項

に

規

定

す

る

優

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

又

は

前

項

に

す

る

優

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

又

は

前

項

に

規

定

す

る

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

規

定

す

る

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

に

該

当

し

な

い

も

の

と

み

な

す

。

譲

渡

に

該

当

し

な

い

も

の

と

み

な

す

。

（

居

住

用

財

産

を

譲

渡

し

た

場

合

の

長

期

譲

渡

所

得

（

居

住

用

財

産

を

譲

渡

し

た

場

合

の

長

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

第

十

一

条

の

二

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

第

十

一

条

の

二

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

の

三

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

を

有

す

る

場

合

に

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

附

則

第

十

条

は

、

当

該

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

附

則

第

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

譲

渡

所

得

に

係

る

課

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

譲

渡

所

得

に

係

る

課
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税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

て

課

す

る

区

民

税

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

て

課

す

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

同

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

の

所

得

割

の

額

は

、

同

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

ず

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

金

額

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。

該

各

号

に

定

め

る

金

額

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。

一

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

六

千

万

円

以

下

一

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

六

千

万

円

以

下

で

あ

る

場

合

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

で

あ

る

場

合

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

の

百

分

の

二

・

四

に

相

当

す

る

金

額

の

百

分

の

二

・

七

に

相

当

す

る

金

額

二

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

六

千

万

円

を

超

二

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

六

千

万

円

を

超

え

る

場

合

次

に

掲

げ

る

金

額

の

合

計

額

え

る

場

合

次

に

掲

げ

る

金

額

の

合

計

額

イ

百

四

十

四

万

円

イ

百

六

十

二

万

円

ロ

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

か

ら

六

千

ロ

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

か

ら

六

千

万

円

を

控

除

し

た

金

額

の

百

分

の

三

に

万

円

を

控

除

し

た

金

額

の

百

分

の

三

・

四

に

相

当

す

る

金

額

相

当

す

る

金

額

２

略

２

略

（

短

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

（

短

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

第

十

二

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

第

十

二

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

二

条

第

一

項

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

（

同

条

第

二

項

に

規

定

す

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

（

同

条

第

二

項

に

規

定

す

る

譲

渡

に

よ

る

所

得

を

含

む

。

）

を

有

す

る

場

合

る

譲

渡

に

よ

る

所

得

を

含

む

。

）

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

に

は

、

当

該

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

資 料 １
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及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

年

中

の

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

得

と

区

分

し

、

前

年

中

の

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

に

対

し

、

課

税

短

期

譲

渡

所

得

金

額

（

短

期

譲

渡

に

対

し

、

課

税

短

期

譲

渡

所

得

金

額

（

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

法

第

三

十

三

条

の

四

第

一

項

若

所

得

の

金

額

（

同

法

第

三

十

三

条

の

四

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

第

三

十

四

条

第

一

項

、

第

三

十

し

く

は

第

二

項

、

第

三

十

四

条

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

二

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

三

第

一

項

、

四

条

の

二

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

三

第

一

項

、

第

三

十

五

条

第

一

項

又

は

第

三

十

六

条

の

規

定

に

第

三

十

五

条

第

一

項

又

は

第

三

十

六

条

の

規

定

に

該

当

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

の

適

用

に

該

当

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

の

適

用

に

よ

り

同

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

よ

り

同

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

か

ら

控

除

す

る

金

額

を

控

除

し

譲

渡

所

得

の

金

額

か

ら

控

除

す

る

金

額

を

控

除

し

た

金

額

と

し

、

こ

れ

ら

の

金

額

に

つ

き

第

五

項

第

た

金

額

と

し

、

こ

れ

ら

の

金

額

に

つ

き

第

五

項

に

一

号

の

お

い

て

準

用

す

る

附

則

第

十

条

第

三

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

五

・

四

に

相

当

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

六

に

相

当

す

る

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

す

る

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

る

。

２

前

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

と

２

前

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

と

は

、

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

所

得

は

、

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

所

得

税

法

そ

の

他

の

所

得

税

に

関

す

る

法

令

の

規

定

の

税

法

そ

の

他

の

所

得

税

に

関

す

る

法

令

の

規

定

の
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例

に

よ

り

計

算

し

た

同

法

第

三

十

三

条

第

三

例

に

よ

り

計

算

し

た

所

得

税

法

第

三

十

三

条

第

三

項

の

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

項

の

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

の

特

別

控

除

額

の

控

除

を

し

な

い

で

計

算

し

所

得

の

特

別

控

除

額

の

控

除

を

し

な

い

で

計

算

し

た

と

こ

ろ

に

よ

る

。

）

を

い

い

、

附

則

第

十

条

第

た

と

こ

ろ

に

よ

る

。

）

を

い

い

、

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

損

失

の

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

法

附

則

上

生

じ

た

損

失

の

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

後

段

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

計

算

し

一

項

後

段

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

計

算

し

た

金

額

を

限

度

と

し

て

当

該

損

失

の

金

額

を

控

除

た

金

額

を

限

度

と

し

て

当

該

損

失

の

金

額

を

控

除

し

た

後

の

金

額

を

い

う

。

し

た

後

の

金

額

を

い

う

。

３

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

で

法

附

則

第

三

３

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

で

法

附

則

第

三

十

五

条

第

七

項

に

規

定

す

る

も

の

に

係

る

第

一

項

十

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

も

の

に

係

る

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

百

分

の

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

百

分

の

五

・

四

」

と

あ

る

の

は

、

「

百

分

の

三

」

と

す

六

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

三

・

四

」

と

す

る

。

る

。

４

第

一

項

の

場

合

に

お

い

て

、

同

項

に

規

定

す

る

４

第

一

項

の

場

合

に

お

い

て

、

同

項

に

規

定

す

る

課

税

短

期

譲

渡

所

得

金

額

の

う

ち

に

法

附

則

第

三

課

税

短

期

譲

渡

所

得

金

額

の

う

ち

に

法

附

則

第

三

十

五

条

第

七

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

係

る

部

十

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

係

る

部

分

の

金

額

と

そ

の

他

の

部

分

の

金

額

と

が

あ

る

と

分

の

金

額

と

そ

の

他

の

部

分

の

金

額

と

が

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

区

分

し

て

そ

の

そ

れ

ぞ

き

は

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

区

分

し

て

そ

の

そ

れ

ぞ

資 料 １
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れ

に

つ

き

第

一

項

の

計

算

を

行

う

も

の

と

す

る

。

れ

に

つ

き

第

一

項

の

計

算

を

行

う

も

の

と

す

る

。

５

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

５

附

則

第

十

条

第

三

項

の

規

定

は

、

第

一

項

の

規

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

一

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

第

三

項

中

「

附

則

第

十

条

中

「

総

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

総

所

条

第

一

項

」

と

あ

る

の

は

「

附

則

第

十

二

条

第

一

得

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

項

」

と

、

「

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

あ

る

の

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

す

る

。

は

「

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

、

「

第

三

十

一

二

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

条

第

一

項

」

と

あ

る

の

は

「

第

三

十

二

条

第

一

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

項

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

三

第

二

十

二

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

ま

た

は

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

又

は

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

、

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

、

山

林

所

得

金

額

若

し

く

は

租

税

特
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別

措

置

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

す

る

。

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

税

の

特

例

）

第

十

三

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

第

十

三

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

第

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

を

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

得

等

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

年

中

の

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

年

中

の

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

第

六

項

に

定

め

る

と

こ

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

第

一

項

に

定

め

る

と

こ

資 料 １
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ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

（

当

該

区

民

税

の

所

得

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

（

以

下

こ

の

項

及

び

次

割

の

納

税

義

務

者

が

法

第

二

十

三

条

第

一

項

第

十

項

並

び

に

六

号

に

規

定

す

る

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

」

と

い

う

。

）

に

係

る

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

に

係

る

所

得

の

金

額

（

第

十

六

条

第

六

項

の

規

定

に

よ

り

同

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

な

い

も

の

を

除

く

。

）

を

除

外

し

て

算

定

す

る

も

の

と

す

る

。

以

下

こ

の

項

及

び

附

則

第

十

三

条

の

三

に

お

附

則

第

十

三

条

の

三

に

お

い

て

「

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

い

て

「

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

い

う

。

）

に

対

し

、

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

得

等

の

金

額

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

第

二

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

額

（

第

四

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

三

に

相

当

す

る

金

額

に

相

当

す

る

区

百

分

の

三

・

四

に

相

当

す

る

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

２

法

第

二

十

三

条

第

一

項

第

十

六

号

に

規

定

す

る

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

（

以

下

こ

の

項

及

び
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次

項

に

お

い

て

「

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

」

と

い

う

。

）

に

係

る

所

得

を

有

す

る

者

に

係

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

は

、

当

該

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

に

係

る

所

得

の

金

額

を

除

外

し

て

算

定

す

る

。

３

前

項

の

規

定

は

、

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

に

係

る

所

得

が

生

じ

た

年

の

翌

年

の

四

月

一

日

の

属

す

る

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

に

係

る

所

得

の

明

細

に

関

す

る

事

項

そ

の

他

施

行

規

則

に

定

め

る

事

項

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

む

。

）

は

、

当

該

特

定

株

式

等

譲

渡

所

得

金

額

に

係

る

所

得

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

適

用

し

な

い

。

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

４

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

資 料 １
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に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

略

一

略

二

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

二

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

所

得

割

の

額

」

と

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

場

合

の

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

あ

る

の

は

、

「

場

合

の

所

得

割

の

額

及

び

附

則

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

所

得

割

の

額

」

と

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

中

「

同

条

第

六

項

」

と

あ

る

の

は

「

附

則

第

十

と

す

る

。

三

条

第

三

項

」

と

す

る

。

三

略

三

略

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

十

三

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

条

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

得

等

の

金

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

及

び

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。
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五

附

則

第

十

五

条

第

四

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

除

く

。

）

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

除

く

。

）

の

額

並

び

に

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

（

特

定

管

理

株

式

が

価

値

を

失

つ

た

場

合

の

株

式

等

（

特

定

管

理

株

式

が

価

値

を

失

つ

た

場

合

の

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

課

税

の

特

例

）

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

課

税

の

特

例

）

第

十

三

条

の

二

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

第

十

三

条

の

二

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

に

つ

い

て

、

そ

の

有

す

る

租

税

特

別

措

置

法

第

三

に

つ

い

て

、

そ

の

有

す

る

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

管

理

十

七

条

の

十

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

管

理

株

式

（

以

下

こ

の

項

及

び

次

項

に

お

い

て

「

特

定

株

式

（

以

下

こ

の

項

及

び

次

項

に

お

い

て

「

特

定

管

理

株

式

」

と

い

う

。

）

が

株

式

と

し

て

の

価

値

管

理

株

式

」

と

い

う

。

）

が

株

式

と

し

て

の

価

値

を

失

つ

た

こ

と

に

よ

る

損

失

が

生

じ

た

場

合

と

し

を

失

つ

た

こ

と

に

よ

る

損

失

が

生

じ

た

場

合

と

し

て

同

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

実

が

発

生

し

た

て

同

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

実

が

発

生

し

た

と

き

は

、

当

該

事

実

が

発

生

し

た

こ

と

は

当

該

特

と

き

は

、

当

該

事

実

が

発

生

し

た

こ

と

は

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

（

証

券

取

引

法

（

昭

和

二

十

定

管

理

株

式

の

譲

渡

三

年

法

律

第

二

十

五

号

）

第

二

条

第

二

十

項

に

規

定

す

る

有

価

証

券

先

物

取

引

の

方

法

に

よ

り

行

う

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

及

び

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

こ

と

と

、

当

該

損

失

の

金

額

と

を

し

た

こ

と

と

、

当

該

損

失

の

金

額

と

資 料 １
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し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

五

項

で

定

め

る

金

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

一

項

で

定

め

る

金

額

は

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

を

し

た

こ

と

に

額

は

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

を

し

た

こ

と

に

よ

り

生

じ

た

損

失

の

金

額

と

そ

れ

ぞ

れ

み

な

し

よ

り

生

じ

た

損

失

の

金

額

と

そ

れ

ぞ

れ

み

な

し

て

、

こ

の

条

及

び

前

条

の

規

定

そ

の

他

の

こ

の

条

て

、

こ

の

条

及

び

前

条

の

規

定

そ

の

他

の

本

条

例

例

の

規

定

を

適

用

す

る

。

の

規

定

を

適

用

す

る

。

２

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

２

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

の

二

第

一

項

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

管

理

口

座

（

そ

の

者

が

二

以

上

に

規

定

す

る

特

定

管

理

口

座

（

そ

の

者

が

二

以

上

の

特

定

管

理

口

座

を

有

す

る

場

合

に

は

、

そ

れ

ぞ

の

特

定

管

理

口

座

を

有

す

る

場

合

に

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

特

定

管

理

口

座

）

に

保

管

の

委

託

が

さ

れ

て

れ

の

特

定

管

理

口

座

）

に

保

管

の

委

託

が

さ

れ

て

い

る

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

（

こ

れ

に

類

す

る

も

い

る

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

（

こ

れ

に

類

す

る

も

の

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

二

項

で

定

め

の

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

二

項

で

定

め

る

も

の

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

る

も

の

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

、

次

条

及

び

附

則

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

場

合

第

十

三

条

の

四

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

場

合

に

は

、

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

六

項

で

定

め

る

に

は

、

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

三

項

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

に

と

こ

ろ

に

よ

り

、

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

に

よ

る

事

業

所

得

の

金

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

又

は

よ

る

事

業

所

得

の

金

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

又

は

雑

所

得

の

金

額

と

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

以

雑

所

得

の

金

額

と

当

該

特

定

管

理

株

式

の

譲

渡

以

外

の

同

法

第

三

十

七

条

の

十

第

二

項

に

規

定

す

る

外

の

株

式

等

株

式

等

の

譲

渡

に

よ

る

事

業

所

得

の

金

額

、

譲

渡

の

譲

渡

に

よ

る

事

業

所

得

の

金

額

、

譲

渡



- 45 -

所

得

の

金

額

又

は

雑

所

得

の

金

額

と

を

区

分

し

所

得

の

金

額

又

は

雑

所

得

の

金

額

と

を

区

分

し

て

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

計

算

す

る

も

の

と

す

る

。

て

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

計

算

す

る

も

の

と

す

る

。

３

第

一

項

の

規

定

は

、

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

３

第

一

項

の

規

定

は

、

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

七

項

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

第

一

項

に

規

定

四

項

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

第

一

項

に

規

定

す

る

事

実

が

発

生

し

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

す

る

事

実

が

発

生

し

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

翌

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

む

。

）

に

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

（

上

場

株

式

等

を

譲

渡

し

た

場

合

の

株

式

等

に

係

る

（

上

場

株

式

等

を

譲

渡

し

た

場

合

の

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

譲

渡

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

第

十

三

条

の

三

平

成

十

六

年

度

か

ら

平

成

二

十

年

第

十

三

条

の

三

平

成

十

六

年

度

か

ら

平

成

二

十

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

資 料 １
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三

十

七

条

の

十

一

第

一

項

に

規

定

す

る

事

業

所

三

十

七

条

の

十

一

第

一

項

に

規

定

す

る

事

業

所

得

、

譲

渡

所

得

又

は

雑

所

得

を

有

す

る

場

合

に

得

、

譲

渡

所

得

又

は

雑

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

株

式

は

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

う

ち

当

該

事

業

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

う

ち

当

該

事

業

所

得

の

金

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

及

び

雑

所

得

の

所

得

の

金

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

及

び

雑

所

得

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

三

第

五

項

か

ら

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

三

第

一

項

か

ら

第

七

項

ま

で

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

第

三

項

ま

で

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

上

場

株

式

等

に

金

額

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

て

課

す

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

附

則

第

十

て

課

す

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

上

場

株

式

三

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

上

場

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

上

場

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

同

条

第

二

項

第

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

同

条

第

四

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

一

・

八

に

相

当

す

る

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

二

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。

額

と

す

る

。

（

特

定

口

座

を

有

す

る

場

合

の

区

民

税

の

所

得

計

算

（

特

定

口

座

を

有

す

る

場

合

の

区

民

税

の

所

得

計

算

の

特

例

）

の

特

例

）

第

十

三

条

の

四

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

第

十

三

条

の

四

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者
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が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

一

の

三

第

三

項

第

一

号

に

規

定

す

る

特

定

口

座

を

一

の

三

第

三

項

第

一

号

に

規

定

す

る

特

定

口

座

を

有

す

る

場

合

に

お

け

る

法

附

則

第

三

十

五

条

の

二

有

す

る

場

合

に

お

け

る

法

附

則

第

三

十

五

条

の

二

第

六

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

計

算

に

つ

い

て

は

、

法

附

則

第

三

十

五

の

金

額

の

計

算

に

つ

い

て

は

、

法

附

則

第

三

十

五

条

の

二

の

四

第

四

項

及

び

第

五

項

に

定

め

る

と

こ

条

の

二

の

四

第

一

項

及

び

第

二

項

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。

ろ

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。

（

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

損

失

の

繰

越

控

除

）

（

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

損

失

の

繰

越

控

除

）

第

十

三

条

の

五

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

第

十

三

条

の

五

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

年

内

の

各

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

年

内

の

各

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

三

十

五

条

の

二

の

六

第

八

項

に

規

定

す

る

上

場

株

式

等

に

係

る

二

の

六

第

二

項

に

規

定

す

る

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

損

失

の

金

額

（

こ

の

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

譲

渡

損

失

の

金

額

（

本

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

以

下

本

の

条

に

お

い

て

「

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

損

失

条

に

お

い

て

「

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

は

、

当

該

上

場

株

式

等

に

の

金

額

」

と

い

う

。

）

は

、

当

該

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

損

失

の

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

係

る

譲

渡

損

失

の

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

上

場

株

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

式

等

に

係

る

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

事

項

を

記

載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

第

三

項

に

お

い

て

準

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

第

三

項

に

お

い

て

準

資 料 １
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用

す

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

用

す

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

む

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

た

場

合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

申

告

書

を

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

に

お

い

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

む

。

）

に

お

い

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

し

て

こ

れ

ら

の

申

告

書

（

そ

の

提

に

つ

い

て

連

続

し

て

こ

れ

ら

の

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

を

含

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

を

含

む

。

）

を

提

出

し

て

い

る

と

き

に

限

り

、

附

則

第

む

。

）

を

提

出

し

て

い

る

と

き

に

限

り

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

。

所

得

等

の

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

。

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

附

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

附

則

第

十

三

条

第

一

項

及

び

附

則

則

第

十

三

条

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

及

び

附

則

第

十

三

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

附

第

十

三

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

中

則

第

十

三

条

第

一

項

及

び

附

則

第

十

三

条

の

三

中

「

計

算

し

た

金

額

（

」

と

あ

る

の

は

「

計

算

し

「

計

算

し

た

金

額

（

」

と

あ

る

の

は

、

「

計

算

し

た

金

額

（

附

則

第

十

三

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

た

金

額

（

附

則

第

十

三

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金
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額

と

し

、

」

と

、

附

則

第

十

三

条

の

三

中

「

計

算

額

。

」

し

た

金

額

（

」

と

あ

る

の

は

「

計

算

し

た

金

額

（

附

則

第

十

三

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

」

と

す

と

す

る

。

る

。

３

及

び

４

略

３

及

び

４

略

（

特

定

中

小

会

社

が

発

行

し

た

株

式

に

係

る

譲

渡

損

（

特

定

中

小

会

社

が

発

行

し

た

株

式

に

係

る

譲

渡

損

失

の

繰

越

控

除

等

及

び

譲

渡

所

得

等

の

課

税

の

特

失

の

繰

越

控

除

等

及

び

譲

渡

所

得

等

の

課

税

の

特

例

）

例

）

第

十

四

条

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

三

第

十

四

条

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

三

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

中

小

会

社

の

同

項

に

規

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

中

小

会

社

の

同

項

に

規

定

す

る

特

定

株

式

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

特

定

す

る

特

定

株

式

（

以

下

本

条

に

お

い

て

「

特

定

株

式

」

と

い

う

。

）

を

払

込

み

（

当

該

株

式

の

定

株

式

」

と

い

う

。

）

を

払

込

み

（

当

該

株

式

の

発

行

に

際

し

て

す

る

も

の

に

限

る

。

以

下

こ

の

条

発

行

に

際

し

て

す

る

も

の

に

限

る

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

よ

り

取

得

（

法

附

則

第

三

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

よ

り

取

得

（

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

十

一

項

に

規

定

す

る

取

得

を

い

十

五

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

取

得

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

所

う

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

所

得

割

の

納

税

義

務

者

（

令

附

則

第

十

八

条

の

六

第

得

割

の

納

税

義

務

者

（

令

附

則

第

十

八

条

の

六

第

二

十

二

項

に

規

定

す

る

者

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

一

項

に

規

定

す

る

者

を

除

く

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

つ

い

て

、

租

税

特

別

措

置

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

つ

い

て

、

租

税

特

別

措

置

資 料 １
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法

第

三

十

七

条

の

十

三

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

法

第

三

十

七

条

の

十

三

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

適

用

期

間

内

に

、

そ

の

有

す

る

当

該

払

込

み

に

よ

適

用

期

間

内

に

、

そ

の

有

す

る

当

該

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

し

た

特

定

株

式

が

株

式

と

し

て

の

価

値

り

取

得

を

し

た

特

定

株

式

が

株

式

と

し

て

の

価

値

を

失

つ

た

こ

と

に

よ

る

損

失

が

生

じ

た

場

合

と

し

を

失

つ

た

こ

と

に

よ

る

損

失

が

生

じ

た

場

合

と

し

て

同

項

各

号

に

掲

げ

る

事

実

が

発

生

し

た

と

き

て

同

項

各

号

に

掲

げ

る

事

実

が

発

生

し

た

と

き

は

、

同

項

各

号

に

掲

げ

る

事

実

が

発

生

し

た

こ

と

は

、

同

項

各

号

に

掲

げ

る

事

実

が

発

生

し

た

こ

と

は

当

該

特

定

株

式

の

譲

渡

を

し

た

こ

と

と

、

当

該

は

当

該

特

定

株

式

の

譲

渡

を

し

た

こ

と

と

、

当

該

損

失

の

金

額

と

し

て

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

損

失

の

金

額

と

し

て

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

十

一

項

に

規

定

す

る

金

額

は

当

該

特

定

株

式

の

譲

一

項

に

規

定

す

る

金

額

は

当

該

特

定

株

式

の

譲

渡

を

し

た

こ

と

に

よ

り

生

じ

た

損

失

の

金

額

と

そ

渡

を

し

た

こ

と

に

よ

り

生

じ

た

損

失

の

金

額

と

そ

れ

ぞ

れ

み

な

し

て

、

こ

の

条

例

の

規

定

を

適

用

す

れ

ぞ

れ

み

な

し

て

、

こ

の

条

例

の

規

定

を

適

用

す

る

。

る

。

２

略

２

略

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

年

内

の

各

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

年

内

の

各

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

十

四

項

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

四

項

に

規

定

す

る

特

定

株

式

に

係

る

譲

渡

損

失

の

金

額

に

規

定

す

る

特

定

株

式

に

係

る

譲

渡

損

失

の

金

額

（

こ

の

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

（

本

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

以

下

本

条

に

お

い

て

「

特

定

株

式

に

係

る

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

「

特

定

株

式

に

係

る

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

は

、

当

該

特

定

株

式

に

係

る

譲

渡

損

失

の

う

。

）

は

、

当

該

特

定

株

式

に

係

る

譲

渡

損

失

の
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金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

特

定

株

式

に

係

る

譲

渡

損

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

特

定

株

式

に

係

る

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

第

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

五

項

告

書

（

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

に

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

お

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

に

に

は

、

こ

れ

ら

の

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

に

お

い

て

、

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

に

お

い

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

し

て

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

し

て

こ

れ

ら

の

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

こ

れ

ら

の

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

を

含

む

。

）

を

提

出

し

て

い

る

提

出

さ

れ

た

も

の

を

含

む

。

）

を

提

出

し

て

い

る

と

き

に

限

り

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

と

き

に

限

り

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

計

算

上

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

。

控

除

す

る

。

４

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

附

４

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

附

則

第

十

三

条

第

一

項

及

び

附

則

則

第

十

三

条

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

及

び

附

則

資 料 １
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第

十

三

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

附

第

十

三

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

中

則

第

十

三

条

第

一

項

及

び

附

則

第

十

三

条

の

三

中

「

計

算

し

た

金

額

（

」

と

あ

る

の

は

「

計

算

し

「

計

算

し

た

金

額

（

」

と

あ

る

の

は

、

「

計

算

し

た

金

額

（

附

則

第

十

四

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

た

金

額

（

附

則

第

十

四

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

と

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

」

し

、

」

と

、

附

則

第

十

三

条

の

三

中

「

計

算

し

た

金

額

（

」

と

あ

る

の

は

「

計

算

し

た

金

額

（

附

則

第

十

四

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

」

と

す

る

。

と

す

る

。

５

及

び

６

略

５

及

び

６

略

７

特

定

株

式

を

平

成

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

７

特

定

株

式

を

平

成

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

十

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

払

込

み

に

よ

十

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

し

た

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

当

該

り

取

得

を

し

た

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

当

該

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

し

た

特

定

株

式

の

譲

渡

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

し

た

特

定

株

式

の

譲

渡

（

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

八

項

各

号

に

掲

げ

（

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

八

項

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

譲

渡

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

譲

渡

に

該

当

す

る

も

の

で

あ

つ

て

、

そ

の

譲

渡

の

日

に

に

該

当

す

る

も

の

で

あ

つ

て

、

そ

の

譲

渡

の

日

に

お

い

て

当

該

特

定

株

式

を

そ

の

取

得

を

し

た

日

の

お

い

て

当

該

特

定

株

式

を

そ

の

取

得

を

し

た

日

の

翌

日

か

ら

引

き

続

き

所

有

し

て

い

た

期

間

と

し

て

翌

日

か

ら

引

き

続

き

所

有

し

て

い

た

期

間

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

六

第

三

十

五

項

に

定

め

る

期

令

附

則

第

十

八

条

の

六

第

十

三

項

に

定

め

る

期
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間

が

三

年

を

超

え

る

場

合

に

限

る

。

）

を

し

た

場

間

が

三

年

を

超

え

る

場

合

に

限

る

。

）

を

し

た

場

合

に

お

け

る

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

合

に

お

け

る

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

譲

渡

に

よ

る

同

項

に

規

定

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

譲

渡

に

よ

る

同

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

は

、

当

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

は

、

当

該

特

定

株

式

の

譲

渡

に

よ

る

当

該

株

式

等

に

係

る

該

特

定

株

式

の

譲

渡

に

よ

る

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

譲

渡

所

得

等

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

六

第

三

十

六

項

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

六

第

十

四

項

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

の

二

分

の

一

に

相

当

す

る

金

額

と

す

る

。

た

金

額

の

二

分

の

一

に

相

当

す

る

金

額

と

す

る

。

８

略

８

略

（

先

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

（

先

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

税

の

特

例

）

第

十

四

条

の

二

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

第

十

四

条

の

二

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

四

十

一

条

の

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

四

十

一

条

の

十

四

第

一

項

に

規

定

す

る

事

業

所

得

又

は

雑

所

得

十

四

第

一

項

に

規

定

す

る

事

業

所

得

又

は

雑

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

事

業

所

得

及

び

雑

所

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

事

業

所

得

及

び

雑

所

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

年

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

年

中

の

当

該

事

業

所

得

の

金

額

及

び

雑

所

得

の

金

額

中

の

当

該

事

業

所

得

の

金

額

及

び

雑

所

得

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

七

に

定

め

る

と

こ

ろ

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

七

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

（

以

下

本

項

に

お

い

て

資 料 １
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「

先

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

」

と

い

「

先

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

先

物

取

引

に

係

る

課

税

雑

所

得

う

。

）

に

対

し

、

先

物

取

引

に

係

る

課

税

雑

所

得

等

の

金

額

（

先

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

等

の

金

額

（

先

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

（

次

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

（

次

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

三

に

相

当

す

る

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

三

・

四

に

相

当

す

る

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

の

所

得

割

を

課

す

る

。

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

略

一

略

二

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

二

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

所

得

割

の

額

」

と

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

場

合

の

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

あ

る

の

は

、

「

場

合

の

所

得

割

の

額

及

び

附

則

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

第

十

四

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

三

略

三

略

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て
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は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

十

四

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

先

物

取

引

に

係

る

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

先

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

雑

所

得

等

の

金

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

並

び

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

及

び

に

附

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

附

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

五

附

則

第

十

五

条

第

四

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

除

く

。

）

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

除

く

。

）

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

（

先

物

取

引

の

差

金

等

決

済

に

係

る

損

失

の

繰

越

控

（

先

物

取

引

の

差

金

等

決

済

に

係

る

損

失

の

繰

越

控

除

）

除

）

第

十

四

条

の

三

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

第

十

四

条

の

三

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

年

内

の

各

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

年

内

の

各

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

三

十

五

条

の

四

の

二

第

八

項

に

規

定

す

る

先

物

取

引

の

差

金

等

四

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

先

物

取

引

の

差

金

等

決

済

に

係

る

損

失

の

金

額

（

こ

の

項

の

規

定

に

よ

決

済

に

係

る

損

失

の

金

額

（

本

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

先

物

取

引

の

差

金

等

決

以

下

本

項

に

お

い

て

「

先

物

取

引

の

差

金

等

決

資 料 １
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済

に

係

る

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

は

、

当

該

済

に

係

る

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

は

、

当

該

先

物

取

引

の

差

金

等

決

済

に

係

る

損

失

の

金

額

の

先

物

取

引

の

差

金

等

決

済

に

係

る

損

失

の

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

先

物

取

引

の

差

金

等

決

済

に

係

る

民

税

に

つ

い

て

先

物

取

引

の

差

金

等

決

済

に

係

る

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

五

申

告

書

（

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

に

お

い

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

に

お

い

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

し

て

こ

れ

ら

の

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

し

て

こ

れ

ら

の

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

を

含

む

。

）

を

提

出

し

て

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

を

含

む

。

）

を

提

出

し

て

い

る

と

き

に

限

り

、

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

先

い

る

と

き

に

限

り

、

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

先

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

の

計

算

上

控

除

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

。

す

る

。
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２

～

４

略

２

～

４

略

（

条

約

適

用

利

子

等

及

び

条

約

適

用

配

当

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

第

十

四

条

の

四

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

支

払

を

受

け

る

べ

き

租

税

条

約

の

実

施

に

伴

う

所

得

税

法

、

法

人

税

法

及

び

地

方

税

法

の

特

例

等

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

四

年

法

律

第

四

十

六

号

。

以

下

「

租

税

条

約

実

施

特

例

法

」

と

い

う

。

）

第

三

条

の

二

の

二

第

十

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

利

子

等

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

そ

の

前

年

中

の

同

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

利

子

等

の

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

条

約

適

用

利

子

等

の

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

条

約

適

用

利

子

等

の

額

（

次

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

ら

れ

た

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

に

百

分

の

五

の

税

率

か

ら

同

法

第

三

条

の

二

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

限

度

税

率

（

第

三

項

に

お

い

て

「

限

度

税

率

」

と

い

う

。

）

を

控

除

し

て

得

た

率

に

五

分

の

三

を

乗

資 料 １
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じ

て

得

た

率

（

当

該

納

税

義

務

者

が

同

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

は

、

百

分

の

三

の

税

率

）

を

乗

じ

て

計

算

し

た

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

総

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

総

所

得

金

額

、

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

利

子

等

の

額

」

と

す

る

。

二

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

場

合

の

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

場

合

の

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

三

第

二

十

二

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

ま

た

は

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

又

は

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

利

子
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等

の

額

」

と

、

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

若

し

く

は

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

第

十

六

項

に

規

定

す

る

特

定

利

子

に

係

る

利

子

所

得

の

金

額

、

同

条

第

十

八

項

に

規

定

す

る

特

定

収

益

分

配

に

係

る

配

当

所

得

の

金

額

、

同

条

第

二

十

二

項

に

規

定

す

る

特

定

懸

賞

金

等

に

係

る

一

時

所

得

の

金

額

若

し

く

は

同

条

第

二

十

四

項

に

規

定

す

る

特

定

給

付

補

て

ん

金

等

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

」

と

す

る

。

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

利

子

等

の

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

五

附

則

第

十

五

条

第

四

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

除

く

。

）

の

額

」

と

あ

る

資 料 １
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の

は

、

「

除

く

。

）

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

支

払

を

受

け

る

べ

き

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

の

二

第

十

二

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

（

次

項

に

お

い

て

「

条

約

適

用

配

当

等

」

と

い

う

。

）

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

第

三

項

及

び

第

四

項

の

規

定

は

適

用

し

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

条

約

適

用

配

当

等

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

そ

の

前

年

中

の

同

法

第

三

条

の

二

の

二

第

十

二

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

の

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

条

約

適

用

配

当

等

の

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

条

約

適

用

配

当

等

の

額

（

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

ら

れ

た

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

に

百

分

の

五

（

平

成

二

十

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

も

の

に

あ

つ

て

は

、

百

分

の

三

）

の

税

率

か

ら

限

度

税

率
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を

控

除

し

て

得

た

率

に

百

分

の

六

十

八

（

同

日

ま

で

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

も

の

に

あ

つ

て

は

、

三

分

の

二

）

を

乗

じ

て

得

た

率

（

当

該

納

税

義

務

者

が

同

法

第

三

条

の

二

の

二

第

三

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

は

、

百

分

の

三

・

四

（

同

日

ま

で

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

も

の

に

あ

つ

て

は

、

百

分

の

二

）

の

税

率

）

を

乗

じ

て

計

算

し

た

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

４

前

項

後

段

の

規

定

は

、

条

約

適

用

配

当

等

に

係

る

所

得

が

生

じ

た

年

の

翌

年

の

四

月

一

日

の

属

す

る

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

前

項

後

段

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

資 料 １
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５

第

三

項

後

段

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

総

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

総

所

得

金

額

、

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

の

額

」

と

す

る

。

二

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

場

合

の

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

場

合

の

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

中

「

第

十

六

条

第

四

項

」

と

あ

る

の

は

「

附

則

第

十

四

条

の

四

第

四

項

」

と

す

る

。

三

第

二

十

二

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

ま

た

は

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

又

は

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

の

額

」

と

、

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

」
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と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

山

林

所

得

金

額

若

し

く

は

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

第

二

十

項

に

規

定

す

る

申

告

不

要

特

定

配

当

等

に

係

る

配

当

所

得

の

金

額

」

と

す

る

。

四

附

則

第

二

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

中

「

山

林

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

山

林

所

得

金

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

の

額

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

五

附

則

第

十

五

条

第

四

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

除

く

。

）

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

除

く

。

）

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

６

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

（

第

三

項

後

段

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

を

除

く

。

）

に

お

け

る

資 料 １
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第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

又

は

同

条

第

六

項

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

（

以

下

「

条

約

適

用

配

当

等

」

と

い

う

。

）

に

係

る

所

得

が

生

じ

た

年

の

翌

年

の

四

月

一

日

の

属

す

る

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

こ

の

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

及

び

当

該

条

約

適

用

配

当

等

に

係

る

所

得

の

明

細

に

関

す

る

事

項

の

記

載

が

あ

る

場

合

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

れ

ら

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

場

合

を

含

む

。

）

で

あ

つ

て

、

当

該

条

約

適

用

配

当

等

に

係

る

所

得

の

金

額

の

計

算

の

基

礎

と

な

つ

た

条

約

適

用

配

当

等

の

額

に

つ

い

て

租

税

条

約

の

実

施

に

伴

う

所

得

税

法

、

法

人

税

法

及

び

地

方

税

法

の

特

例

等

に

関

す

る

法

律

（

昭
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和

四

十

四

年

法

律

第

四

十

六

号

。

以

下

「

租

税

条

約

実

施

特

例

法

」

と

い

う

。

）

第

三

条

の

二

の

二

第

一

項

の

規

定

及

び

法

第

二

章

第

一

節

第

五

款

の

規

定

に

よ

り

配

当

割

額

を

課

さ

れ

た

と

き

、

又

は

第

十

六

条

第

六

項

」

と

、

「

法

第

三

十

七

条

の

三

」

と

あ

る

の

は

「

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

の

二

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

法

第

三

十

七

条

の

三

」

と

す

る

。

（

区

民

税

の

負

担

軽

減

に

係

る

特

例

）

第

十

五

条

法

附

則

第

四

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

抜

本

的

な

見

直

し

を

行

う

ま

で

の

間

、

次

項

か

ら

第

四

項

ま

で

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

民

税

の

特

例

措

置

を

講

ず

る

。

２

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

第

十

二

項

ま

で

」

と

あ

る

の

は

、

「

第

十

二

項

ま

で

及

び

法

附

則

第

四

十

条

第

二

項

か

ら

第

四

項

ま

で

」

と

す

る

。

３

平

成

十

一

年

度

以

後

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

第

十

九

条

第

一

項

及

び

第

三

十

七

条

の

四

並

び

に

別

表

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

第

十

九

資 料 １



- 66 -

条

第

一

項

の

表

及

び

第

三

十

七

条

の

四

の

表

中

「

百

分

の

十

二

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

十

」

５
４

％
を

乗
じ

て
算

出
し

た
金

と

、

別

表

中

「

．

」

額
か

ら
３

４
２

０
０

０
円

を
控

除
し

た
金

額
，４

５
％

を
乗

じ
て

算
出

し
た

金

と

あ

る

の

は

「

．

」

額
か

ら
２

１
６

０
０

０
円

を
控

除
し

た
金

額
，

と

す

る

。

４

平

成

十

一

年

度

以

後

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

、

法

附

則

第

四

十

条

第

八

項

及

び

第

九

項

に

規

定

す

る

と

こ

ろ

に

よ

り

控

除

す

べ

き

区

民

税

に

係

る

定

率

に

よ

る

税

額

控

除

の

額

を

、

第

十

九

条

及

び

第

二

十

条

の

規

定

を

適

用

し

た

場

合

の

所

得

割

（

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

を

除

く

。

）

の

額

か

ら

控

除

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

前

条

」

と

あ

る

の

は

、

「

前

条

並

び

に

附

則

第

十

五

条

第

四

項

」

と

す

る

。

第

二

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例
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附

則

附

則

（

条

約

適

用

利

子

等

及

び

条

約

適

用

配

当

等

に

係

る

（

条

約

適

用

利

子

等

及

び

条

約

適

用

配

当

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

第

十

四

条

の

四

略

第

十

四

条

の

四

略

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

２

前

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

略

一

略

二

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

二

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

所

得

割

の

額

」

と

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

場

合

の

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

あ

る

の

は

、

「

場

合

の

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

三

及

び

四

略

三

及

び

四

略

五

附

則

第

十

五

条

第

四

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

除

く

。

）

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

除

く

。

）

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

資 料 １
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割

の

額

」

と

す

る

。

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

支

払

を

受

け

る

べ

き

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

支

払

を

受

け

る

べ

き

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

の

二

第

十

二

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

の

二

第

十

二

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

（

次

項

に

お

い

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

（

次

項

に

お

い

て

「

条

約

適

用

配

当

等

」

と

い

う

。

）

に

つ

い

て

て

「

条

約

適

用

配

当

等

」

と

い

う

。

）

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

第

三

項

及

び

第

四

項

の

規

定

は

適

は

、

第

十

六

条

第

三

項

及

び

第

四

項

の

規

定

は

適

用

し

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

条

約

適

用

し

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

条

約

適

用

配

当

等

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

用

配

当

等

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

そ

の

前

年

中

の

同

法

第

三

条

の

二

の

二

第

十

し

、

そ

の

前

年

中

の

同

法

第

三

条

の

二

の

二

第

十

二

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

の

額

（

以

下

二

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

の

額

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

条

約

適

用

配

当

等

の

額

」

と

こ

の

項

に

お

い

て

「

条

約

適

用

配

当

等

の

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

条

約

適

用

配

当

等

の

額

（

第

い

う

。

）

に

対

し

、

条

約

適

用

配

当

等

の

額

（

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

ら

れ

た

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

ら

れ

た

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

に

百

分

の

五

（

平

成

二

十

年

三

適

用

後

の

金

額

）

に

百

分

の

五

（

平

成

二

十

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

も

の

に

月

三

十

一

日

ま

で

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

も

の

に

あ

つ

て

は

、

百

分

の

三

）

の

税

率

か

ら

限

度

税

率

あ

つ

て

は

、

百

分

の

三

）

の

税

率

か

ら

限

度

税

率

を

控

除

し

て

得

た

率

に

五

分

の

三

を

控

除

し

て

得

た

率

に

百

分

の

六

十

八

（

同

日

ま

で

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

も

の

に

あ

つ

て

は

、

三
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を

乗

じ

て

得

た

率

（

当

該

納

税

義

務

者

分

の

二

）

を

乗

じ

て

得

た

率

（

当

該

納

税

義

務

者

が

同

法

第

三

条

の

二

の

二

第

三

項

の

規

定

の

適

用

が

同

法

第

三

条

の

二

の

二

第

三

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

は

、

百

分

の

三

（

同

日

ま

を

受

け

る

場

合

に

は

、

百

分

の

三

・

四

（

同

日

ま

で

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

も

の

に

あ

つ

て

は

、

百

で

に

支

払

を

受

け

る

べ

き

も

の

に

あ

つ

て

は

、

百

分

の

一

・

八

）

の

税

率

）

を

乗

じ

て

計

算

し

た

金

分

の

二

）

の

税

率

）

を

乗

じ

て

計

算

し

た

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

４

略

４

略

５

第

三

項

後

段

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

５

第

三

項

後

段

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

略

一

略

二

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

ま

二

第

二

十

一

条

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

で

、

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

及

び

附

則

第

三

び

附

則

第

三

条

の

三

第

一

項

条

の

五

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

所

得

割

の

額

」

と

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

場

合

の

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

あ

る

の

は

「

場

合

の

所

得

割

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

第

十

四

条

の

四

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

の

所

得

割

の

額

」

と

、

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

中

「

第

十

六

条

第

四

項

」

と

あ

る

の

は

「

附

項

中

「

第

十

六

条

第

四

項

」

と

あ

る

の

は

「

附

則

第

十

四

条

の

四

第

四

項

」

と

す

る

。

則

第

十

四

条

の

四

第

四

項

」

と

す

る

。

三

及

び

四

略

三

及

び

四

略

資 料 １
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五

附

則

第

十

五

条

第

四

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

除

く

。

）

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

除

く

。

）

の

額

並

び

に

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。

６

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

の

二

第

一

６

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

（

第

三

項

後

段

の

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

（

第

三

項

後

段

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

を

除

く

。

）

に

お

け

る

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

を

除

く

。

）

に

お

け

る

第

二

十

一

条

の

二

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

中

「

又

は

同

条

第

六

項

」

と

て

は

、

同

項

中

「

又

は

同

条

第

六

項

」

と

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

あ

る

の

は

「

若

し

く

は

附

則

第

十

四

条

の

四

第

三

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

（

以

下

「

条

約

項

に

規

定

す

る

条

約

適

用

配

当

等

（

以

下

「

条

約

適

用

配

当

等

」

と

い

う

。

）

に

係

る

所

得

が

生

じ

適

用

配

当

等

」

と

い

う

。

）

に

係

る

所

得

が

生

じ

た

年

の

翌

年

の

四

月

一

日

の

属

す

る

年

度

分

の

第

た

年

の

翌

年

の

四

月

一

日

の

属

す

る

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

二

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

こ

の

項

の

規

定

の

適

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

こ

の

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

及

び

当

該

条

約

適

用

配

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

及

び

当

該

条

約

適

用

配
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当

等

に

係

る

所

得

の

明

細

に

関

す

る

事

項

の

記

載

当

等

に

係

る

所

得

の

明

細

に

関

す

る

事

項

の

記

載

が

あ

る

場

合

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

れ

ら

の

記

が

あ

る

場

合

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

れ

ら

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

場

合

を

含

む

。

）

で

あ

つ

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

場

合

を

含

む

。

）

で

あ

つ

て

、

当

該

条

約

適

用

配

当

等

に

係

る

所

得

の

金

額

て

、

当

該

条

約

適

用

配

当

等

に

係

る

所

得

の

金

額

の

計

算

の

基

礎

と

な

つ

た

条

約

適

用

配

当

等

の

額

の

計

算

の

基

礎

と

な

つ

た

条

約

適

用

配

当

等

の

額

に

つ

い

て

租

税

条

約

の

実

施

に

伴

う

所

得

税

法

、

に

つ

い

て

租

税

条

約

の

実

施

に

伴

う

所

得

税

法

、

法

人

税

法

及

び

地

方

税

法

の

特

例

等

に

関

す

る

法

法

人

税

法

及

び

地

方

税

法

の

特

例

等

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

四

年

法

律

第

四

十

六

号

。

以

下

律

（

昭

和

四

十

四

年

法

律

第

四

十

六

号

。

以

下

「

租

税

条

約

実

施

特

例

法

」

と

い

う

。

）

第

三

条

「

租

税

条

約

実

施

特

例

法

」

と

い

う

。

）

第

三

条

の

二

の

二

第

一

項

の

規

定

及

び

法

第

二

章

第

一

節

の

二

の

二

第

一

項

の

規

定

及

び

法

第

二

章

第

一

節

第

五

款

の

規

定

に

よ

り

配

当

割

額

を

課

さ

れ

た

と

第

五

款

の

規

定

に

よ

り

配

当

割

額

を

課

さ

れ

た

と

き

、

又

は

第

十

六

条

第

六

項

」

と

、

同

条

第

三

項

き

、

又

は

第

十

六

条

第

六

項

」

と

、

中

「

法

第

三

十

七

条

の

三

」

と

あ

る

の

は

「

租

税

「

法

第

三

十

七

条

の

三

」

と

あ

る

の

は

「

租

税

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

の

二

第

九

項

の

規

条

約

実

施

特

例

法

第

三

条

の

二

の

二

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

法

第

三

十

七

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

法

第

三

十

七

条

の

三

」

と

す

る

。

条

の

三

」

と

す

る

。

附

則

第

五

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

資 料 １
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附

則

附

則

第

二

条

略

第

二

条

略

２

～

５

略

２

～

５

略

６

区

は

、

平

成

十

九

年

度

分

の

区

民

税

の

所

得

割

６

区

は

、

平

成

十

九

年

度

分

の

区

民

税

の

所

得

割

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

で

、

前

年

の

合

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

で

、

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

百

二

十

五

万

円

以

下

で

あ

り

、

か

計

所

得

金

額

が

百

二

十

五

万

円

以

下

で

あ

り

、

か

つ

、

平

成

十

七

年

一

月

一

日

現

在

に

お

い

て

年

齢

つ

、

平

成

十

七

年

一

月

一

日

現

在

に

お

い

て

年

齢

六

十

五

歳

以

上

で

あ

っ

た

も

の

の

所

得

割

（

新

条

六

十

五

歳

以

上

で

あ

っ

た

も

の

の

所

得

割

（

新

条

例

第

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

分

離

課

税

に

係

例

第

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

る

所

得

割

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

つ

い

て

は

、

新

条

例

の

規

定

中

所

得

割

じ

。

）

に

つ

い

て

は

、

新

条

例

の

規

定

中

所

得

割

に

関

す

る

部

分

（

新

条

例

第

二

十

一

条

の

二

第

一

に

関

す

る

部

分

（

新

条

例

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

を

除

く

。

）

を

適

用

し

た

場

合

に

お

け

る

所

得

項

を

除

く

。

）

を

適

用

し

た

場

合

に

お

け

る

所

得

割

の

額

か

ら

、

当

該

額

の

三

分

の

一

に

相

当

す

る

割

の

額

か

ら

、

当

該

額

の

三

分

の

一

に

相

当

す

る

額

を

控

除

す

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

額

を

控

除

す

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

新

条

例

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

る

新

条

例

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

前

三

条

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

第

十

九

条

か

ら

前

条

」

と

あ

る

の

は

、

「

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

ま

で

」

と

あ

る

の

は

、

「

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

十

七

年

杉

並

区

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

十

七

年

杉

並

区
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条

例

第

十

九

号

）

附

則

第

二

条

第

六

項

」

と

す

条

例

第

十

九

号

）

附

則

第

二

条

第

六

項

」

と

す

る

。

る

。

７

～

９

略

７

～

９

略

資 料 １



 

－1－ 

 

杉並区特別区税条例の主な改正点 

税
目 

改 正 内 容 施行日 適用関係 

１ 地震保険料控除の創設 

 損害保険料控除を改組し、地震等による損害により生

じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われ

る損害保険契約等に係る地震等による損害の部分の保険

料又は掛金の２分の１（25,000 円を限度とする。）を

総所得金額等から控除する。 

（区税条例第 18 条・地方税法第 314 条の２） 

平成 20 年１

月１日 

平成 20 年度分

から適用。た

だし、平成 19

年以後の各年

において、平

成 18 年 12 月

31 日までに締

結した長期損

害保険契約等

に係る損害保

険料を支払っ

た場合には、

従前の損害保

険料控除の規

定 を 適 用 す

る。 

２ 所得割の税率の改正等 

・ 所得割の税率の改正等 

所得税から住民税への税源移譲により、所得割の税率

を次のとおり改めるとともに、退職所得に係る区民税の

特別徴収税額表を廃止する。 

（区税条例第 19 条、第 37 条の４、附則第 15 条及び別

表・地方税法第 314 条の３、第 328 条の３、附則第 40

条及び別表第２） 

適用課税所得 現行 改正案 

２００万円以下の金額 ３％ 

２００万円を超える金額 ８％ 

７００万円を超える金額 １０％ 

６％ 

平成 19 年４

月１日。た

だし、退職

所得の分離

課税に係る

所得割の税

率の改正及

び特別徴収

税額表の廃

止に関する

規定は、平

成 19 年１月

１日から施

行する。 

平成 19 年度分

から適用。た

だし、退職所

得の分離課税

に係る所得割

については、

平成 19 年１月

１日以後の支

払に係るもの

か ら 適 用 す

る。 

特 
 
 

 

別 
 

 
 

区 
 

 
 

民 
 

 
 

税 

・  変動所得及び臨時所得の平均課税方式の廃止 

   所得割の税率が超過累進税率から一律の税率に改めら

れることに伴い、超過累進税率を前提とした規定である

変動所得又は臨時所得がある場合の平均課税方式を、平

成１８年度をもって廃止する。 

  （改正前の区税条例第 20 条・改正前の地方税法第 314

条の４） 

平成 19 年４

月１日 
 

 
 
 
 
 

資 料 ２ 



 

－2－ 

税
目 改 正 内 容 施行日 適用関係 

・ 分離課税等に係る所得割の税率等の改正 

   所得割の税率が、区民税が６％に、都民税が４％に改

められたことに伴い、区と都の税率割合が６対４に変更

になることから、長期譲渡所得等に係る所得割の税率等

についても当該割合にあわせ、別紙のとおり改正する。

平成 19 年４

月１日。た

だし、配当

割額又は株

式等譲渡所

得割額の控

除に関する

改 正 規 定

は、平成 20

年４月１日

から施行す

る。 

平成 19 年度分

から適用。た

だし、配当割

額又は株式等

譲渡所得割額

の控除に関す

る規定につい

ては、平成 20

年度分から適

用する。 

３ 税源移譲に伴う所要の措置 

・ 調整控除の創設 

   所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調

整するため、所得割から次の額を控除する。 

  (1) 区民税の課税所得金額が２００万円以下の者 

    ①と②のいずれか少ない金額の１００分の３に相

当する金額 

    ① 人的控除額の差額の合計額 

    ② 区民税の課税所得金額 

  (2) 区民税の課税所得金額が２００万円を超える者 

     人的控除額の差額の合計額から、課税所得金額か

ら２００万円を控除した金額を控除した金額（５万

円を下回る場合には、５万円）につき、１００分の

３に相当する金額 
{人的控除額の差額の合計額－(課税所得金額－２００万円)}×

３％ 

 （改正後の区税条例第 20 条・改正後の地方税法第 314

条の６） 

平成 19 年４

月１日 

平成 19 年度分

から適用 

 

特 
 
 

 

別 
 
 

 

区 
 

 
 

民 
 

 
 

税 
・ 住宅借入金等特別税額控除の創設 

   所得税における住宅借入金等特別税額控除額等によっ

て算出した一定の金額につき、その５分の３に相当する

金額を所得割の額から控除するものとする。 

  （改正後の区税条例附則第３条の５・改正後の地方税法

附則第５条の４） 

平成 19 年４

月１日 

平成 20 年度分

から平成 28 年

度分まで適用 

 

 

 

 

 

 



 

－3－ 

税
目 改 正 内 容 施行日 適用関係 

４ 配当割又は株式等譲渡所得割に係る還付が発生し

た場合の充当規定の整備 

   配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除において、区

民税の所得割の額から控除することができなかった金額

があるときは、区は、一定の場合において、これらの控

除することができなかった金額を、その年度分の個人の

都民税又は区民税に充当するものとする。 

  （区税条例第 21 条の２・地方税法第 314 条の８） 

平成 19 年４

月１日 
 

５ 条約適用利子等及び条約適用配当等に係る課税の

特例の創設 

   条約相手国との間で課税上の取扱いの異なる投資事業

組合等の事業体を通じて利子や配当の支払がある場合

において、条約の適用により、住民税の一部又は全部

の特別徴収ができなかったときは、当該利子又は配当

の支払を受けた者に対して申告義務を課し、所得割を

課税すること等とする。 

  （区税条例附則第 14 条の４・租税条約実施特例法第３

条の２の２） 

公布の日。

ただし、地

方税法の一

部改正に伴

う規定の整

備は、平成

19 年４月１

日又は平成

20 年４月１

日からそれ

ぞれ施行す

る。 

特 
 
 

別 
 
 

区 
 
 

民 
 

 

税 

６ 定率減税の廃止 

   平成１８年度分をもって、定率による税額控除（所得

割額の７．５％に相当する額、当該金額が２万円を超え

る場合は２万円）を廃止する。 

  （区税条例附則第 15 条・地方税法附則第 40 条） 

平成 19 年４

月１日 

 

特 
別 
区 

た 

ば 

こ 

税 

 たばこ税の税率の改正 

  たばこ税の税率を、平成１８年７月１日以後に売渡し等

が行われる製造たばこに限り、1,000 本につき 321 円引き

上げることとし、旧３級品の紙巻たばこに係る税率を

1,000 本につき 152 円引き上げることとする。 

 

  1,000 本につき   旧３級品以外   旧３級品 

 ＜改正案＞       3,298 円    1,564 円 

 ＜現 行＞       2,977 円    1,412 円 

  （区税条例第 51 条及び附則第６条の２・地方税法第

468 条及び附則第 30 条の２） 

平成 18 年７

月１日 

平成 18 年７月

１日から適用 
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